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産業環境常任委員会及び予算等審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２４年３月１４日（水曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 齋 藤 寿 一 君 副 委 員 長 眞 壁 俊 郎 君 

委 員 松 田 寛 人 君 委 員 中 村 芳 隆 君 

委 員 東 泉 富士夫 君 委 員 相 馬 義 一 君 

委 員 菊 地 弘 明 君   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

生活環境部長 松  本  睦  男  君 環境管理課長 齋  藤  正  夫  君 

環境管理課長
補 佐 

臼  井  一  之  君 環境企画係長 亀  田  康  博  君 

環境衛生係長 関  谷  浩  行  君 環境対策課長 和  久     強  君 

環境対策課長 
補佐兼廃棄物 
対 策 室 長 

神  島  智  行  君 公害対策係長 田  代  宰  士  君 

廃棄物対策室 
一般廃棄物担当 

副 主 幹 
大  金  廣  志  君 

廃棄物対策室 
産業廃棄物担当 

副 主 幹 
山  崎  弘  一  君 

那 須 塩 原 
クリーンセンター

所 長 
茂  呂  幸  利  君 

那 須 塩 原 
クリーンセンター

清 掃 係 長 
室  井     勉  君 

生 活 課 長 大  島  厚  子  君 
生 活 課 長 
補 佐 兼 
生活安全係長 

相  馬  一  男  君 

消費生活係長 君  田  ま ち 子  君 
消 費 生 活 
センター所長 

印  南  洋  子  君 

農業委員会 
事 務 局 長 

成  瀬     充  君 
農業委員会 
事務局長補佐
兼農政係長 

八 木 沢  一  志  君 

農 地 係 長 三  輪     敦  君   

 

出席議会事務局職員 

書 記 小  平  裕  二  君   
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長あいさつ 

    予算等審査 

    ・議案第 ９号 平成２４年度那須塩原市一般会計予算 

    ・その他 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長あいさつ 

   （環境管理課、環境対策課、生活課） 

    ・議案第２１号 那須塩原市暴力団排除条例の制定について 

    ・議案第２４号 那須塩原市希少野生動植物の保護に関する条例の制定について 

    ・議案第３４号 那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の

            一部改正について 

    予算等審査 

    ・議案第 ９号 平成２４年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１８号 平成２４年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

    ・議案第４６号 第１次那須塩原市総合計画後期基本計画について 

    ・議案第５０号 那須塩原市環境基本計画（改定版）について 

    ・その他 

  ４．散 会 
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開会 午前 １０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齋藤委員長 それでは皆さん、おはようございま

す。 

  本日招集となりました産業環境常任委員会に出

席を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

  何かと説明を迎えるこの時期、皆さんにおかれ

ましては公私ともども忙しい日々が続いているこ

とと思います。 

  さて、今定例会においてこの委員会に付託され

た案件は、条例案件５件、陳情案件２件の計７件

でございます。なお、予算審査については、関係

所管課のところで随時予算等審査特別委員会に切

りかえて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審議をお

願いするとともに、円滑な進行へのご協力をお願

い申し上げまして、あいさつとさせていただきま

す。 

  それでは、ただいまから産業環境常任委員会を

開催します。 

  次第により進めてまいりたいと思います。よろ

しくどうぞお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○齋藤委員長 それでは、まず初めに、農業委員会

事務局の審査を始めます。 

  初めに、成瀬農業委員会事務局長から、ごあい

さつをお願いします。 

○成瀬農業委員会事務局長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

  今回、農業委員会事務局関係の付託案件はござ

いませんので、これより予算等審査特別委員会第

三分科会に切り替えます。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算についてを議題といたします。執行部の説明を

求めます。 

○成瀬農業委員会事務局長 （議案第９号について

説明） 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたしたい

というふうに思います。 

  菊地委員。 

○菊地委員 農地転用の許可というのは、年々どの

ようになっておりますか。 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 農地転用の許可関係で

ありますけれども、ちなみに平成23年の１月から

12月、暦年でありますけれども、転用につきまし

ては155件、それで14万2,768㎡ほど転用の実績が

ございます。 

  今の場合ですと、主に西那須地域において転用

の実績が多いような状況でございますけれども、

大体年々横ばいから微増というような状況ではな

っております。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

  真壁副委員長。 

○眞壁副委員長 じゃ、ちょっと消耗品の関係でお

聞きします。 

  本会議でもこの関係は２割から５割カットにな

ったというような形で、今回、農業委員会さんの
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ほうも昨年から比べて下がっていますね。この辺

で、ちょっと事務的に消耗品関係で困難な事業と

か、事業かどうかはわからないですけれども、そ

んなのが出るのかどうか、ちょっと確認したい。 

  農業委員会、あと、さっきも言った消耗品関係

でそういう支障が出るのかどうか。 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 農業委員会の消耗品関

係でありますけれども、当然、方針に基づきまし

て減額をされておる状況ではございます。 

  ただ、201事業、401事業、701事業につきまし

ては、補助の絡みがございますので、この辺につ

いては減額されておらないという状況でございま

す。 

  ただ、農業委員会の運営費の中では、消耗品関

係は減っております。ただ、やり繰りの中でどう

出るかというのは、ちょっと今後の見込みが立た

ない部分もありますけれども、現状では何とかや

っていけるのかと。おかげさまで、補助の絡みが

あるおかげで減額されなかったという部分が非常

に大きいところがございますので、他の部分は減

らされているという状況でございます。 

○齋藤委員長 真壁副委員長。 

○眞壁副委員長 具体的にどんなものをちょっと減

らしているのか。 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 正直申し上げて枠で削

られているんです。ですから、その中であとは担

当のほうで配分をしていかなきゃならない。例え

ば消耗品とか修繕費、消耗品は例えば10万円取っ

たらそれが５万円ということで、細かい内訳でこ

の部分をこれだけ削りなさいという減らし方では

ないんですね。もうざっくり５万円削りますとい

うような削り方なものですから、その中でやり繰

りをしていかなければならないという状況であり

ます。当然積算根拠は例えば紙代とか、いろいろ

出すわけですけれども、そういった中で、枠で幾

らという形で削られております。 

○齋藤委員長 真壁副委員長。 

○眞壁副委員長 基本的にそれがだめな場合、削れ

ないという場合にはどうなるのか。 

○齋藤委員長 はい。成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 もともとの額がそんな

に大きくないものですから、農業委員会の場合に

はある程度の中でのやり繰りというのは可能かな

と。それでもどうしてもならない場合には、これ

は補正をお願いせざるを得ないという状況にはな

ってまいります。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  東泉委員。 

○東泉委員 この農地転用の審議会というんですか、

年、何回というか、どういうサイクルでこうなっ

ているんですか。 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 農業委員会の転用関係

の審査につきましては、毎月１回、総会というも

のを開いております。今まで毎月20日ということ

で実施しておったところでございますけれども、

４月以降は毎月25日に定期総会をして審査をする

という形になっております。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 私ちょっと聞き方がちょっとあれなん

ですかね。 

  農地を宅地に転用する場合、そういったことの

手続というんですか、それは毎月やっているわけ

では。私の聞き方が悪いんですけれども。 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 手続の申請の受付は、

毎月行っております。 

○齋藤委員長 東泉委員。 
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○東泉委員 毎月行って、その結果が出るのはどう

いう期間というか。 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 今までは、毎月、月末

まで申請を受け付けておりまして、それで翌月の

20日に総会を開催いたします。それを今度県のほ

うに進達をいたします。県のほうでは、例えば具

体的に申し上げますと、例えば２月の末に出たも

のは３月の20日に総会を開いて、それを県のほう

に進達します。県のほうでは、４月の12日に県の

農業会議の諮問を受けるという形になっておりま

す。県の農業会議の諮問を受けて、それでオーケ

ーが出るということで、大体４月の20日前後に許

可がおりるというような形になります。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 そうすると年に……、毎月それはやっ

て…… 

○齋藤委員長 成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 毎月それは繰り返しや

って、毎月、毎月。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 そういうようにしてずっとそういう形

でね。 

○成瀬農業委員会事務局長 はい。 

○東泉委員 わかりました。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  それでは、ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第９号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齋藤委員長 次に、その他に入ります。 

  執行部からその他で何かございますか。 

  成瀬農業委員会事務局長。 

○成瀬農業委員会事務局長 （その他について報

告） 

○齋藤委員長 いまについても、報告について、あ

るいは委員の皆さんから何かその他の件でござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ありませんか。 

  それでは、農業委員会事務局の審査を終了いた

します。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２５分 
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○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○齋藤委員長 次に、生活環境部所管の審査に入り

ます。 

  初めに、生活環境部長からあいさつをいただき

たいと思います。 

○松本生活環境部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、議案第21号 那須塩原市

暴力団排除条例の制定についてを議題といたしま

す。執行部の説明を求めます。 

○大島生活課長 （議案第21号について説明） 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

  この条例に関しましては、議会開会前の協議会

にもお示しをいただいたことでありますけれども、

各委員から質疑、ご意見等をお受けしたいという

ふうに思います。 

  真壁副委員長。 

○眞壁副委員長 ちょっと何点か聞きますので、１

点ずつお願いします。 

  第２条に第２条第２号に規定する暴力団という

ことがあるんですけれども、この辺をちょっと説

明をお願いします。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 暴力団員とはということなんです

けれども、これは、平成３年に法律が施行されて

いまして、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律というのがございます。 

  その中の第２条、第２項に規定されておりまし

て、その団体の構成員が集団的にまたは常習的に

暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが

ある団体をいうというふうな形で、指定暴力団に

は限らないというふうな形で規定されるところで

ございます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 それの内容で、那須塩原市内で暴

力団というのがあるのかどうかというのを確認し

たい。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 那須塩原市につきましては、ござ

います。はっきりした形の部分では聞いておりま

せんけれども、大体関係団員含めて120人ぐらい

というふうには聞いております。組の組織につい

てはちょっと聞いてはおりませんけれども、大体

そんなふうな形の方がいらっしゃるというのは聞

いています。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 そうすると、今組織については確

認していないということなんですが、この辺は警

察か何かでは確認しているのかどうかお聞きしま

す。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 古い資料としてはちょっといただ

いている部分があるんですけれども、ただ、それ

もマル秘というふうな形ではちょっと聞いている

ところがあるもんですから、ちょっと言えない部

分があるかなというふうに思っています。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 ぜひ警察とも連携をしっかりとっ

ていただきたい。それが1点と、あと、第５条の

関係なんですけれども、第５条の３、市民及び事
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業者はというところなんですけれども、暴力団の

排除に資すると認められる情報を得たという形な

んですけれども、この辺の情報というのはどんな

ことを考えているのか。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 情報ということで、具体的に考え

ておりますのが、暴力団犯罪に関する情報のみな

らず、暴力団の資金システムに関する情報などの

暴力団の活動実態に係る情報、あるいは、暴力団

事務所の所在地などの暴力団の組織実態に関する

情報等であります。 

  当該情報を保有する市民の常識的な判断によっ

て、情報を得たときにはというふうな形でいって

いる部分なんで、この辺については、やはり本人

の意識の問題になるのかなというふうにはちょっ

と思っているところではございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 第６条の２の中で、今後必要な指

針の策定とか、体制の整備の項のところにありま

すが、この辺、いつごろつくって、体制はどんな

整備をしていくのかお聞きします。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 こちらのほう２項では、不当要求

等についての適切な対応というふうな形で規定さ

れているわけでございますが、当市につきまして

は、平成17年度に那須塩原市不当要求行為等対策

要綱というのを制定しておりまして、各課及び室

に不当要求行為対策責任者を置いているところで

ございます。 

  なものですから、既にこのような体制は整って

いるというふうな形になりまして、今年度も８月

前後に管理者に対しての研修会等を県の防犯・防

暴センターの方を講師に招きまして、研修会を行

っておるところでございます。ですから、既に整

備は整っているというように考えております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 体制の整備は今整っている。今何

人ぐらいですか。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 各課及び室というふうな形になっ

ておりますので、その代表者がなるというふうな

形になりますので、課と室数がすべてメンバーと

いうふうな形になっております。ちょっと数的に

は正確な数はちょっと。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 課長と。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 そうです。あと室長というふうな

形になりますので。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 わかりました。 

  先ほどの指針というのはできているんですか。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 指針としましては特にこのような

形にするというふうな文書的に改めて起こしてい

るということでは、まだそこまでは整っておりま

せん。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 じゃ、今後つくる予定とか、ここ

はこういうものですというような形のものは。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 現在のところはちょっと考えてお

らないところです。この条例が制定した暁にはこ

のような形の不当要求の部分、行為の要綱に基づ

き各課で対応をお願いします、あるいは暴力団の

排除条例についての理解を求めるための文書等に

よりまして、各課には周知を図っていきたいと考

えておりますが、特に必要なポジというふうな形

については、まだちょっと、今のところ未定でご
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ざいます。 

  以上でございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 これはぜひ策定をしていただきた

いと思います。 

  あと、もう一点なんですけれども、第８条の３、

警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮する

ものとするということがありますので、この辺、

ちょっとどのような形でやっていくのかというの

をお聞きします。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 県の警備課あるいは地域安全課等

も那須塩原市犯罪のない安全で安心なまちづくり

条例がありまして、そこで推進協議会という部分

をつくっております。その中には、メンバーとし

まして、那須塩原警察署の生活安全課の課長もメ

ンバーの中に入っております。そのような関係で、

その連携をとりながら何か暴力団等に対しての情

報あるいは何か対応が必要だというふうな部分に

ついては、その中で連携を図っていきたいという

ふうに考えております。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 ぜひしっかりやっていただけるよ

うにお願いしておきます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほか、質疑ございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 これは４月１日から施行されますが、

それによりまして今後想定されますことは、この

間、警察関係にお聞きしましたら、指定暴力団３

つの事務所がここの地域にはあるんだというお話

をされた上でお聞きするんですが、特にこの11条

で公共工事等々における建設業界におかれまして

も契約をされましてどうする、指名停止というこ

ともあるんで、今後、チャリティーゴルフコンペ

とか、この間も一部の方がやっておられましたが、

震災復興歌謡ショーなんていうのもやられており

ましたね。そういったものが指定暴力団とか、暴

力団であるということがわからない方が券を購入

しても、これからは違法ですよということになり

ますので、そういったものに対して、これはどう

いう方ですかといった場合に、市のほうとか警察

連携とって、この方は暴力団ですよというものが

お示しできるようなシステムをしっかりと今後構

築していくのかどうか、ちょっとこれ確認させて

いただきたいと思います。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 その辺の把握につきましては、ち

ょっとデリケートな部分があるもんですから、な

かなか警察のほうでも知っていてもなかなか公表

しない、人権等の部分もありますし、この条例は、

個人を責めるわけではなくて、暴力団の利益の部

分、おっしゃるとおりゴルフコンペとかいろいろ

な部分というふうな形でお話しいただいています

けれども、そういうふうな部分があるので、ちょ

っとなかなか難しいところではあるんですけれど

も、ただ、また連携をとるというふうな形で先ほ

ども申し上げましたが、市のほうで直接このよう

なかたが暴力団ですかというふうな形の照会をし

ても、やはり１回だけではなかなかこの人は暴力

団です、組員ですというふうな部分の情報提供も、

警察としてはなかなかすぐには回答できないとい

うふうな回答もちょっといただいているんです。

いろいろその経過、文書等による実際の内容的な

情報をきちんと出していただいた上で、警察のほ

うへ判断すれば、この方は暴力団組員とか、暴力

団ですというふうな形の部分がお知らせすること

はできるというふうにちょっと聞いてはいる、公

文書的なものですね、出してというような形にな

るので、その辺がなかなかちょっと難しいところ
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ではあるんですが、確かにちょっとわからなかっ

たというふうな部分があるんで、ただ、ちょっと

別のところの部分でもあれなんですけれども、密

接関係者というふうな部分とか、いろいろな部分

はあるんですけれども、どうしてもわからなくて

購入したというふうな部分については、何かちょ

っと余り罰則的なものはないというふうには聞い

ている部分があるので、その辺ももう少し深く勉

強しながら、市民のほうに伝えていきたいと思っ

ています。 

  以上です。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 年末になりますと門松としめ縄とか、

車の飾り物がまちの中でも配られているというこ

とで、皆さん気をつけて門松等においては暴力団

関係者が随分売っていられるので、商店関係とか

建設業界の方も５万、３万ということで遠慮はし

ているのは目立つんですが、テキ屋さんが売られ

ている門松とかいろいろありますね。テキ屋なん

ていいますと、一部には住吉連合会かなという感

じの方もいるでしょうし、まじめにやられている

方もいるので、そういった方からもし買った場合

には、適切な処置をうまくやっていただけるよう

な方法か、また、警察と連携してそういったもの

の指導もやっていただけるようにお願い申し上げ

まして、質疑を終わりたいと思います。 

○齋藤委員長 そのほかに質疑、ご意見等ございま

すか。 

  東泉委員。 

○東泉委員 第８条の３、こちらの下にある青少年

に対する教育のための措置ということなんですが、

なかなか暴力団というのは非常に巧妙にいろんな

関係を結んでくると思うんです。これに対しては

今後のさらなる対応というんですか、どのような

ことを考えているんですか。 

○齋藤委員長 第９条ですね。 

○東泉委員 ごめんない、はい。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 青少年に対する教育のための措置

ということですが、教育というふうな形になって

おります。その表題は項目は教育というふうな形

になっているんですが、この主たる目的は、青少

年に対する暴力団に入らないとか、利用しないと

いうふうな部分が主たる目的にはなってきます。 

  教育というか、学校教育の実際の教育の中では、

暴力団排除というような部分については、なかな

か授業としては難しいというふうに聞いています。

やはりそれ以外の啓発活動、麻薬とかそういうふ

うな薬物を使っちゃだめですよという教育はある

そうなんですけれども、学校の教育の中で、ただ、

暴力団排除というふうな部分についてはちょっと

教育の中では違うというように教育委員会のほう

から言われていまして、そういうふうな講話等の

ときにそのような啓発活動を行っていくというふ

うな形になるだろうというふうに、ちょっと回答

を得ているところでございます。 

  その授業の中でというような形は、なかなか難

しい、暴力団の関係者の方のお子さんも中にはい

らっしゃいますし、その中で人権的な部分もあり

ますので、授業としてちょっとできないというふ

うには言われています。 

  ですから、まずは、先生に理解を求めるという

ふうな啓発活動を行いまして、そして、その授業

の一環ではありますけれども、時間外的な講話等

につきまして、県の暴追センター、暴力団の追放

センター等の職員の方に頼みながら講話等をしま

してやるというふうな形で教育を図っていきたい

というふうには思っております。 

  ですから、一遍に全部の学校というふうにはち

ょっといかないかもしれないんですけれども、
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徐々に浸透できればなと思っているところでござ

います。 

  以上です。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 わかりました。 

  大変、非常になかなか難しいんだなと思います。

しかし、大きくなってからなかなか教育というの

は、青年は難しいなと思うんですね。ですから、

できるだけその辺、いろいろ考えていただいて、

できるだけ児童生徒というか、小さい少年のうち

にそういったものをしっかりと教育していくとい

うことが、私は大事だと思いますので、その辺、

要望しておきたいと思います。 

  以上です。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見ございますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 今、東泉委員の関連質問みたくなって

しまうんですけれども、今例えばの話、学校では

総合教育とかというようなことでやっていますし、

出前講座というのがあるわけで、そういうものを

利用して、ぜひともそういう話をするということ

は、私は可能ではないのかなと思うんです。です

から、当然、それに関係している方はいらっしゃ

るかもしれませんけれども、やはりそういう関係

の人が学校に行ってお話をすることが、子どもた

ちにとっては大切ではないのかなと思いますので、

やはりそういうものは、教育委員会とかそういう

ところとの話にはなってしまうとは思いますけれ

ども、やはりいろんな出前講座ということでいろ

いろな方々が来てお話をする機会というのはある

わけですから、これらの点についてもぜひともそ

ういうことを利用して、そして周知徹底をさせる

ということは、私は必要じゃないのかなと思うん

です。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 皆様の御意見をちょうだいしなが

ら、よりよい条例になるように今後、推進させて

いただきたいと思います。ありがとうございます。 

○齋藤委員長 そのほかありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号 那須塩原市暴力団排除条例の制定

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第21号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第24号 那須塩原市希少

野生動植物の保護に関する条例の制定についてを

議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 （議案第24号について説明） 
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○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたしたい

というふうに思います。 

  東泉委員。 

○東泉委員 第26条で、今、１年以下の懲役または

50万円以下の罰金に処するというふうにあるんで

すけれども、実際にこの近年、こういったことは

あったのかどうか、ちょっとお聞きします。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 本市においては、そういった

事例はございません。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほか、質疑、ご意見等ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 18条の件、生息地等保全協定というの

がありますが、締結、この土地、もしそういった

協定を結んだ土地の活用というか、そういった場

合には、新たに活用する場合あるいは開発する場

合等の許可等、あるいはそういったことについて

はどのようなあれを考えますか。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 保全の考え方にこの協定のほ

かに、土地利用の規制という考え方もあるんです

が、土地利用の規制をしてしまいますと、所有者

であるにもかかわらず、一切その土地の利用、そ

ういうことが形状を変更することができないとか、

そういったことになりますので、そこまで個人の

財産権を縛れないということがありますので、あ

くまでも市と紳士協定ということにはなるんです

が、協定を結んだ上で保護活動に当たっていく。

ですから、協定を結んだ場合でも、どうしてもそ

の土地が何らかの理由があって手放さなくちゃな

らないとか、そういった場合は、協定に基づいて

例えば植物であれば移植をするとか、そういうこ

とで保護に当たるということで自然環境を守って

いこうという制度でございます。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 例えば、オオタカの巣があるところ

等々について木の伐採等については、その辺はど

のように考えているんでしょうか。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 オオタカに関しましては、国

のほうの種の保存法等でそういう捕獲してはいけ

ないということで定められています。ですから、

国との協定のもとでそういったことが許可制でで

きるのかどうかということで協議の対象になりま

すが、基本的には保護の観点でそういう指導が入

るということになります。 

  ですから、市としては、その部分はあくまでも

上位のほうに委ねていくという考えになりますけ

れども、できるだけ保護に努めるように所有者の

方とそういう話し合いをしていくということにな

ると思います。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 では、ちょっと現状をお聞きした

いんですけれども、今の生息地等の保全協定の締

結、これはしている場所というのは。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 現在は旧黒磯市の暫定条例と

いうことで、保護地区という形で13地区の協定を

結ばせていただいてございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 これは協力金ということで１万円

ということでしたっけ。この辺のなぜ１万円だと

いうことをお聞きしたい。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 基本的には土地の所有者との

紳士協定といいますか、それでお互いにそういう
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土地と共同して守りましょうということでやって

おります。ただし、それらの生息状況等の報告等

をいただいたりするものですから、本当に簡単な

謝礼ということで出させていただいています。 

 ただし、この本条例の中では、先ほど申し上げま

したように、この保護活動の協力金という制度を

設けまして、実際に例えばバリケードするとか、

立て看板を立てるとか、そういった費用で年間最

大10万円出すというようなことで、そちらのほう

の費用負担は市のほうで新たな条例のもとで予定

してございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 今の続きで申しわけないんですけ

れども、個人的に締結しているというようなこと

ではないということですか。保護団体はあります

よね、第４章で。この辺の活動と先ほど言った個

人的にやっている活動と。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 基本的には現在までの保護地

区の協定に当たっては、個人、いわゆる土地所有

者の方とそういう協定を結ばせていただいており

ます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 じゃ、今言った保護団体というの

は何カ所ぐらい。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 保護団体制度は今回新たに設

けるものでございます。ですから、今まで保護協

定を結んでいた個人の方を含めて支援する地域の、

例えばやっていらっしゃる団体がいろいろあるん

ですが、そういう方と新たに保護団体としての認

定を結ばせていただいていますね。今後やってい

きたいという考えでございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 23条の関係で、保護監視員という

のがいるかと思うんですけれども、この辺、何人

ぐらいいて、どういう責任を伴うのか教えてくだ

さい。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 保護監視員制度も現在までの

旧黒磯市の暫定条例でも設置してございまして、

25名の監視員がいらっしゃいます。 

  大別すると、実際に先ほど言った土地の所有者

等の方にその生息状況等を報告してもらう、もし

くは、不法なそういう行為があったかどうかにつ

いても、あった場合には報告してもらうというそ

ういう方と、あとは、植物の研究員の方ですね。

そういった方で、常に調査なされている方、そう

いった方に監視員になっていただいて、市内の状

況を特別なことがあった場合とか、生息状況とか

そういったものについて報告いただいているとい

うことでやっておりまして、今後は西那須野地区、

塩原地区においても、そういう方を保護地区とあ

わせてお願いしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 あと報酬的には、費用は。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 報酬につきましては、無報酬

でお願いしています。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 もう一点だけお願いします。 

  26条の関係で罰則の関係なんですが、これ前か

らあったということなんですけれども、罰則の規

定をどんな形でつくったのかというか、懲役とか

罰金もありますので、どの辺を参考にしたのか。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 罰則の規定につきましても県

内では県も含めてこの条例をつくろうとしている

のは本市だけでございます。国内に目を移しても、
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ここまでの規定を持った、正式に調査のもとにこ

ういった条例をつくっているのは、ほんの数市し

かございません。 

  先進のやっている市もしくは県でも30ぐらいの

県でしか制定されていませんので、そちらを参考

にして検察との協議の中で、先進事例ですと50万

円から100万円ということで、最大の罰則金とい

う、定められているのでは本市はその50万円をと

ったということで、検察のほうからも他の自治体

とのそういう差が出ないようにというようなこと

での指導のもとに設定した金額でございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 懲役のほうの関係もやはり同じく

ですか。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 全く先ほど申し上げたように、

検察との協議のもとに指導のもとにできているも

のですから、そういった他の自治体を参考にして

設定したものでございます。 

○眞壁副委員長 わかりました。 

○齋藤委員長 そのほかに質疑、ご意見等。 

  菊地委員。 

○菊地委員 ９条の特別、これはどのくらいあるん

ですか。そして、どのようなものを希少といって

いるのか、ちょっと教えていただきたい。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 特別希少野生動植物種につき

ましては、まず、最初に希少野生動植物種を市と

して規則で定めます。これは、本条例ができまし

たら、新たに環境審議会等にお諮りしてつくるん

ですが、現在までリストアップされているのが

277種でございます。 

  その中から、要するに何年かかけて、それらを

毎年調査していって、本当に絶滅するおそれがあ

るのかどうかという観点で、当市にとって希少で

あり、なおかつ絶滅するおそれのあるものについ

て特別希少種ということで定めるということで、

少なくとも５年ぐらいはかかるのかというふうに

思っていますけれども、その時点で制定されると

思いますが、県レベルでも20ぐらいのレベルです

ので、本市としては、それを超えないものだとい

うふうには認識しておりますけれども、いずれに

いたしましても、今の段階ではまだ未定でござい

ます。 

○菊地委員 わかりました。 

○齋藤委員長 そのほか質疑、ご意見ございません

か。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号 那須塩原市希少野生動植物の保護

に関する条例の制定については、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第24号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  ここで、審査の途中でありますが、暫時休憩と
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させていただきます。開会を11時20分からとさせ

ていただきますのでよろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時０９分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第34号 那須塩原市土砂

等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 （議案第34号について説明） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号 那須塩原市那須塩原市土砂等の埋

立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例の一部改正については、原案のとおり

可決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第34号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○齋藤委員長 これより予算等審査特別委員会第三

分科会に切りかえます。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  齋藤環境管理課長 

○齋藤環境管理課長 （議案第９号について説明） 

○和久環境対策課長 （議案第９号について説明） 

○大島生活課長 （議案第９号について説明） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。ここで昼食の

ため休憩します。午後１時再開予定です。 

 

休憩 午後 零時１０分 

 

再開 午後 零時５７分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  先ほど議案第９号 平成24年度那須塩原市一般

会計予算について、各課長より説明がございまし

た。 

  ここで、和久環境対策課長より発言がございま
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す。 

○和久環境対策課長 （説明の追加） 

○齋藤委員長 それでは、説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  説明から１時間たっていますので、ゆっくり見

てください。 

  菊地委員。 

○菊地委員 那須塩原のクリーンセンターのことで

す。68ページですね。 

  包括委託業者選定委員会委員というようなこと

で、平成24年で契約が終了するというようなこと

でございますけれども、この選定委員というのは

外部から３名とかといいうことなんですけれども、

どういう方を選ぶのか。また、このクリーンセン

ターとかというところの管理というのは特殊なも

ので、どこでもできるというようなものではない

と思うんですけれども、この辺のところの考え方

についてもちょっとお聞きしておきたいなと思い

ます。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 まず、この選定委員の構成メ

ンバーというようなことでございます。現在、検

討中ではあるんですが、方向性としましては、専

門家というふうなことなので、日本衛生センター、

まずは全国都市清掃会議というのがあるんですね。

実は、その全国都市清掃会議各自治体、任意では

あるんですが加盟しているというふうなことで、

当那須塩原市においても加盟しているというふう

な団体であります。全国組織なんですね。この中

の役員みたいな方がいらっしゃるので、そんなと

ころはどうなのか。それから大学教授、地元で適

当な大学の先生がいらっしゃればというところ、

それから、もう一人については、やはり契約等の

面もありますので、弁護士というふうなところで

考えてはどうかなというふうには考えております。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 わかりました。 

  あと１点、すみません。 

  これは69ページの広域ごみのことなんですけれ

ども、この処理施設負担ということで、グリーン

オアシスの23年で終了するんだけれども、水の管

理ということでこれだけかかる。これはずっとこ

の後も続くということでよろしいんですか。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 やはりこのグリーンオアシス

自体、あと10年延長というふうなことはなってお

りまして、なぜかといいますと、当初の約束は23

年度でおしまいというふうなはずだったというふ

うに聞いておりますが、それがまだ残容量がある

というふうことで、10年延長というようなことで、

地元のほうも了解を得たというふうに聞いており

ます。 

  ただ、那須塩原市については、当初計画どおり

23年までということでして、あと大田原市と那須

町のごみについては焼却灰をそちらに持っていく

というふうなことになりますので、また今後、分

量が違ってくるわけですので、ちょっと何年度で

閉めて計算するのかというようなところまで私は

聞いておりませんけれども、そうなってきますと、

おのずと割合については、今の割合よりも若干へ

るのかなというふうなところではありますけれど

も、そこら辺、まだ明確には話を聞いておりませ

んので、今後も1,000何百万というふうな金額の

負担金が続くというようなことの可能性が大きい

というふうには考えております。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 このグリーンオアシスについては広域

でつくったというようなことで、今言ったような

ことが今後も継続されるという考えだと思うんで

すけれども、そういう中において、当市のクリー
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ンセンターそのものが、要するに広域でやるわけ

が那須塩原市単独というふうなことになってしっ

た。そうすると、例えばの話、今言ったようなこ

ういう広域への負担というものが、那須塩原のク

リーンセンターには全然発生しないということだ

と思うんですね。その辺のとこについては、非常

に私度も不平不満があるわけで、その辺のところ

についての考え方というのを担当課にお聞きして

おきたい。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 いろいろないきさつがあった

というふうなお話を聞いておるところであります

が、ただ、現在のグリーンオアシスにつきまして

は、事実として西那須野町のと塩原町というよう

なとことで、事実的に搬入をしてきたというふう

な経緯もございます。 

  それから、合併した後についても西那須部分、

塩原部分については、案分によって焼却灰のほう

を搬入したというふうな事実がありますので、や

はりそれ相応の負担はいたし方ないのかなという

感想を持っております。 

  また、うちのほうの那須塩原クリーンセンター

については、確かに広域でというふうなところだ

ったわけなんですが、それについても第２期とい

うふうに考えていた区域がもとの黒磯、西那須、

塩原というふうなところもありますので、そうい

うふうな点からすると、広域でやったとしてもそ

れなりの応分の負担はやはり同じだとったんだろ

うというふうには思います。 

  ただ、事務的な面から見ますと、どうしても那

須塩原市のほうで事務を進めなくちゃならないと

いうふうなところがあるわけなんで、その点につ

いては、それなりの負担は来ているんだろうとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 ほかに質疑，ご意見等ありませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 食品放射能測定についてお伺いします。 

  今回、測定器は12月補正でおおむね2,000万で

すか、今回531万4,000円ということなんですが、

そういう中で、現実の133検体というのがあると

あいさつの中であったかと思います。これの一応

４カ所でやっていますよね、４台ありますからね。

これの内訳、この間、実はファクスでいただいて

いるんですけれども、ちょっとその辺をお伺いす

るとともに、これ始まったばかりの事業で、大変

否定するわけではございませんが、もちろん議会

からこういったことをやってほしいという要請も

あって４基を入れたという経緯はもちろん私も承

諾していますが、農協さんでも当初300万円ぐら

いの機械ですがやっていますよね。農協さんのや

り方は、各部会ごと、例えばトマト部会ならトマ

ト部会ごとの検査をして、それについては無料で

やっておられます。 

  農家が個人的にするものについては、１検体

2,000円有料でやっています。そういう状況の中

で、実は、検査物がなくなってきているんですよ

ね、実際。ということを考えて、この133検体が

たまたま市民からある、これを想定しますと、今

後、この531万円の人件費、１年間はことし24年

のことだけかどうかはわかりませんが、そういっ

た想定の中でこれと安心安全という意味では、そ

の2,000万円かけて機械を得たということについ

ては、我々も承認したことですからいいですが、

今後について、どのような想定をされていますか。

それだけちょっとお聞きしたいです。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 放射能食品検査につきましては、

人件費等の部分については緊急雇用促進事業の

531万4,000円、そして、それ以外の報償金等、補
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助に当たらない部分についてという形で生活課の

ほうの放射能対策事業で244万円ほどというふう

な形で分けて計上させていただいていまして、合

計770万円ぐらいの部分にはなってくるわけです

けれども、その中で実際の受けの検査の実施件数

というのが部長のほうの説明で133件というふう

な形で説明しておりますが、その他の中でちょっ

と検査の分についてご説明しようかなとちょっと

思っていたところではあったんですけれども、そ

の内訳としまして、本庁が49件、西那須が47件、

塩原が５件、箒根が32件というふうな形の内容に

なっておるところでございます。 

  一応、件数につきましては人件費１年間わから

ないのでとっております。ただ、この検査につき

ましては団体と協働で、今後市民協働でやってい

こう、２かいを市民の方の２かいにとめようとい

う形で、現在のところ６団体、那須塩原放射能か

らこどもを守る会、それと那須希望の砦、薬剤師

会の黒磯支部、あとゲンゴロウの会、あと輝きネ

ット、あと那須の自然に学ぶ会というふうな形で、

６団体、大体60名ぐらいの方に協力いただいてい

まして、実際に３月から一緒に検査しておるとこ

ろでございます。 

  そんな中で、その団体の今後の協力の体制も見

ながら、もちろん検査の実質の部分についても実

際の検査の申し込み状況、それも見ながらという

ような形になってくるわけですけれども、今後、

本部あるいは対策課、あるいは農務畜産関係、全

庁的な形の中、あるいは教育委員会等の形も含め

ながら、本部を中心に今後有効的な利用について

というふうな部分については、再度途中で検証を

あるいはしていくような形になってくるのではな

いかというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 私、担当外なんですが、当初

私のほうもかかわりを持って検討してきたのをち

ょっと補足させていただきたいと思うんですが、

やはり、こういうふうな依頼件数というふうなこ

とになると、今後どういうふうな件数になってい

くのかというのかわからない。検討の中でも多分、

余り長期間じゃなくて、多分そのうち放射能の空

間放射線量の測定器もそうなんで、だんだんしり

つぼみいうような状況もありますので、そういう

ふうなことも考えるだろうと、そういうふうにな

れば、やはり４カ所あるところをそれを２カ所に

するとか、そういうふうなことも検討していかな

くちゃならないんじゃないかというふうなところ

があります。 

  ただ、これから間近に迫った４月１日から放射

基準がまた厳しくなるというふうなこともありま

す。それから、農作物もこれから多分ふえてくる

んだろうというようなところあります。そういう

ふうな状況も考えながら、これから検討していか

なくちゃならないのかなというふうには思ってお

ります。 

○齋藤委員長 そのほか質疑、ご意見等。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 ちょっと共通事項でお願いしたい

んですけれども、需用費のほうの関係なんですが、

消耗品費等ですけれども、本会議の中でも減額さ

れているというような話になっていますが、この

中で、業務的に支障が出るのかどうか、その辺を

まず確認したいと思います。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 環境管理課のほうで申し上げ

ますと、当面業務をやるに当たって現行業務が滞

るというものについてはございません。 

  ただ、一般質問等で話題になっていました新規
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事業で今回当初予算に入っていなかったものはご

ざいますけれども、今までやってきた業務の中で

消耗品等がなくなったことによって業務が滞るも

のはございません。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 私どものほうも基本的には６

月補正でみていきたいというふうなこともありま

すので、現時点で困るというふうなところはござ

いません。 

  ただ、補助金というふうなことになりますと、

相手の団体等もありますので、そこら辺の調整と

いうふうなところがやはり重要だというふうには

考えています。 

  以上です。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 同じく滞るということは生活課に

おいてもありませんが、ただ、需用費等が減額さ

れている部分にきまして、交通安全の部分の消耗

品等あるいは啓発関係の印刷製本費等が削られて

いる部分がございまして、これについても啓発関

係の中で内容を変えていこうかというふうな形で

ちょっと去年とは同様な形にしないで、経費のか

からない効果的なＰＲというふうな形の部分を考

えているところでございます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 わかりました。 

  減のほうは大丈夫だということで安心しました

けれども、それから当然、これからいろいろ考え

て経費がかからないようにしていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

  ちょっと補助金の関係が出たので質問なんです

が、今回ゼロベースで見直しということで、前回

と今回、ちょっとかかっていないというか、補助

金を出していないというか、その辺をちょっとお

伺いしたいんですけれども。各課、何カ所かでい

いです。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 私どもで所管するものでは、

那須地区の環境連絡会ですか、那須連協の補助が

今回、骨格的予算であるというようなことになり

ます。それと、あとの補助関係では、火葬場の差

額の補助等について満額ついてございます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 環境対策課のほうは、まず、

クリーン那須塩原、こちらの補助が出たというふ

うなこと、それから、西那須の清掃センターの絡

みで、遅沢の対策協議会があるんですが、そちら

もゼロというふうなことになっております。 

  以上でございます。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 生活課につきましては、交通安全

対策推進費の中で２団体、交通安全母の会の運営

費補助金と那須塩原市バンビクラブ運営補助金、

これ各９万円ずつなんですけれども、それが補助

金ゼロというふうな形になっております。 

  また、防犯暴力追放対策費の中の防犯灯の関係

の補助金ですが、これにつきましては、一部補助

になっておりまして、防犯灯設置費補助金で蛍光

灯防犯灯について一応50基、予算計上しておりま

した。これについては計上になっております135

万円ほど。あと、防犯灯管理費というふうな形で

電球の部分の補助につきましても、これは満額補

助されております。 

  しかしながら、ゼロ補助金につきましてはＬＥ

Ｄ防犯灯、議会の質問の中でもございましたが、

それについての部分がもう一度見直そうというふ

うな形になっていまして、これ20基ほどＬＥＤ防

犯灯という形で620万円ほど予算を見ていたんで
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すけれども、これが削除されたというふうになっ

て、今回また検討というふうな形になっておりま

す。 

  また、消費生活用分、消費者行政推進費につき

ましては、補助金としまして生活学校の補助金が

２万6,000円減額、それと消費生活推進連絡会補

助金、これが４万4,000円ほど減額されていると

ころでございます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 内容的には大体わかりました。 

  これ、本会議のほうでも出ていたんですが、関

係団体への説明という部分でどんな形でやってい

るのかをお聞きしていますけれども。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 先ほど申し上げました那須連

協のほうには出向いてその趣旨等も含めてご説明

申し上げております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 どんな雰囲気というか。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 すみません、これもちょっと

予算等実際動いているのは違うんですけれども、

私のほうから回答させていただきたいと思います。 

  総会はやはり５月の中旬ごろというようなこと

で毎年開いているというふうなことでありまして、

それについて、総会についても５月、例年どおり

の時期にやりましょうというふうなことで、あと

はやはり、どんなふうになってくるのかを注視し

て見ているというふうなところでありますし、あ

とは、できればどんなふうな意向なのかというよ

うなところも確認したいなというふうなお話をし

ております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 では続きまして、私どものほ

うは、クリーン那須塩原、それから遅沢地区の対

策協議会というようなことで、クリーン那須塩原

については会長のほうにお話を伝えております。

また、遅沢地区については、実はあしたあちらに

出向いていきまして、解体の説明というふうなこ

ともありますので、その中でお話をしたいという

ふうには思っております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 先ほどの説明の中で１件ほど漏れ

ましたので、追加させていただきます。 

  ゼロ補助金になっていますのが防犯暴力追放対

策費の中で自主防犯活動推進支援補助金、こちら

５万円掛ける20団体というふうな形で、活動物品

等の補助というような形で予算を計上してきまし

たが、これについても100万円ほど減額になって

いるところでございます。 

  また、通知等、連絡につきましてですけれども、

消費者行政推進費、推進関係の活動団体につきま

しては、口頭により説明をしたところでございま

す。 

  交通安全関係の団体につきましては、５月以降

が総会というふうな形になるために、まだちょっ

と連絡はしておりませんが、今後文書等で連絡を

する予定でございます。 

  また、防犯灯の部類につきましては、４月に例

年新年度の説明会を自治会長連絡関係の総会等で

説明をさせていただいているところでございます

が、その辺のところの会議におきまして説明を考

えているところでございます。 

  以上でございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 わかりました。じゃ、連絡につい
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ては大体やっているということで、基本的には６

月の議会に向けていくだけで、復活する、復活す

るんだというお話を聞いてきいていますので、理

解したいところなんですが、特に市民の皆様から

結構そういうのが私の耳にでも聞けているので、

ぜひ市民の目線という形で復活の対応においては、

ぜひしっかりと考えていただきたいと思います。 

  これは以上で結構です。 

  もう一回いいですか。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 66ページの放射能対策事業の702

事業なんですが、処理委託料関係の内訳というか、

これを後で資料でも結構なんですけれども。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 放射能関係の内訳であります

が、まだとりあえず予算というふうなことで、実

際まだその点についてはこれから詰めるというふ

うなことでもありますので、それなりの数字とい

うふうなことにはなってしまうわけなんですけれ

ども。 

  また、設計委託のほうで200万円、それから、

実際の線を超える指定廃棄物について13億2,404

万８千円というふうなことで見込んでおります。 

  処理委託のほうの詳細については、今のところ

詰めているというふうな状況であります。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑、ご意見等。 

  東泉委員。 

○東泉委員 65ページの歳出の中に、地球温暖化対

策推進事業というもので、先ほどＣＯ２の存在、

将来のごみということでお話をいただきましたけ

れども、この中身についてもう少し具体的にお願

いしたいと思います。 

○齋藤委員長 齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 この件につきましては、現在、

環境連絡会という、市民、事業者、それから行政

等の団体が入りまして、23、24の２カ年度の中で

地球温暖化対策の実行計画というものを策定する

ということで、現在活動を進めております。 

  もちろんその計画ができましたら、25年度から

実行に入っていくわけですけれども、主たる目的

というのは、以前に鳩山首相の時代に1990年から

の比で20年までに25％のＣＯ２の削減しますよと

いうふうなことがございました。これを受けて、

各自治体でもその計画を自分たちの目標を持って

ＣＯ２の削減に向かって進むということで、本市

もそれに向けてやっているわけですけれども、じ

ゃ、実際にＣＯ２が1990年から現在までどれぐら

い出ているんだというのを、市内全域ですから、

それを全部集積しなくてはなりません。すべての

分野から数値を拾って、将来例えば20年後、30年

後まで含めて現在の施策のままでいくと、これだ

けのＣＯ２の量になるでしょう、じゃ、先ほど言

った目標値を達成するためにはどういったことを

しなくてはならないんだ、そのために市民、事業

者、行政はどういうかかわりを持って活動してい

くんだ、そういう計画を立てるに当たってＣＯ２

の集計とか市民へのアンケートとか、そういった

ものをお願いして、これからもこの行政のほうが

ＣＯ２の集計等がスムーズにできるような、そう

いうシステムの構築も含めて業務委託を２カ年か

けてお願いするということで、現在もそれでやっ

ていただいているところでございます。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑、ご意見等。 

  菊地委員。 

○菊地委員 ２点ほどちょっとすみません。 

  西岩崎の最終処分場、これの寿命というものが

あったわけですけれども、今回の焼却灰のことに

よって余計になるのでちょっと寿命が短くなっち
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ゃうのかなと思うんですけれども、その辺のとこ

ろの考え方をお聞きしたいということと、剪定枝

と落葉、今回収するのをやめていますよね。そう

いう中で、これごみ減量化対策の中で委託料とし

て入ってきているんですけれども、今のこの状態

ですと、果たしてこれが再開できるのかどうかと

いう懸念もあると思うんですけれども、これはい

つごろ再開できるという予想のもとにこの予算を

立てたのかということをちょっとお聞きしておき

たいと思います。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 それでは、まず１点目、西岩

崎の最終処分場というようなことで、現在の状況

としましては、６割方もう埋め立ては完了してい

るというような状況で、あと残り４割というよう

なことになります。 

  おっしゃるように今までの埋め立ての方法より

もかさが張るというふうなことは目に見えている

と思います。今後、8,000を超える焼却灰、飛灰

のほうが出続けるというふうなことになると、本

当にこれが例えばあと10年ぐらいはやもつだろう

というふうに考えていたわけでありますが、それ

が半分ぐらいになる可能性も大いにある。もうち

ょっと短くなる可能性もあるというふうなことで

あります。 

  そんなことでありますので、内部的にはもう次

の最終処分場をどうするのかというふうな検討を

始めて手をつけなくちゃならないだろうというふ

うには考えております。 

  それから、２点目の剪定枝でありますが、これ

についても非常に難しいところでありまして、堆

肥製品としての堆肥の暫定基準値は今400ベクレ

ルというふうに決まっているんですが、原材料と

しては、じゃ、幾らなんだというのは基準がない

んですね。となりますと、じゃ、例えば製品とし

て400なんだから、400でいいわというふうな即断

もなかなか難しいというふうなことになりまして、

あと、堆肥ができるには３カ月ぐらんやはりかか

るんだそうです。というふうなことになると、入

れてすぐ結果がわかるというふうなものでもあり

ませんし、それが入れたがゆえに３カ月後にでき

ちゃったものが超えていたというのは、これはま

た非常に困ったことになるので、そこら辺につい

ては、今後も今受け入れを中止しておりますけれ

ども、各地域の剪定枝をサンプリングして、どの

ぐらいのレベルなのか、そこら辺と、それから現

在の堆肥の放射能濃度、そこら辺も考え合わせな

がら判断していかなくちゃならないのかというふ

うには考えています。時期的には、本当に不透明

な部分もありますけれども、途中でいつになるか

わからないというような状況においては、年度間、

予算のほうを要求させていただいたというような

状況になっています。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 すみません。 

  モニタリングの関係なんですけれども、最終処

分場、またクリーンセンターのほう、空間線量を

やっているかと思いますけれども、その辺の内容

的に、もしわかればお願いします。 

○和久環境対策課長 まず１点、焼却灰の状況なん

ですけれども、直近で申し上げますと、３月の測

定結果というようなことで主灰のほうが640ベク

レルですね。これは、３月１日に採取したもので

あります。それから、同日、やはり３月１日採取

した飛灰のほう、こちらが9,600というふうな状

況になっています。 

  ですから、当初ですと高いときですと４万何が

しかあったやつについても、ここら辺までは下が
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っていたというふうな状況ですが、これ、今後も

こういうふうな下降で行くのかどうなのかという

と予断を許さないというところではあります。 

  ちなみに、その前２月にはかったときに１万

2,700というふうなときもありましたし、その前

は9,000というようなときもありましたので、ち

ょっと大分波があるというふうな状況になってい

ます。 

〔「空間線量なんかもはかっていますか」

と言う人あり〕 

○和久環境対策課長 はかっております。それもや

はり確かに一時保管をしているわけなんですが、

そのそばではかると空間放射線量も1.0を超えた

りというようなところもありますけれども、例え

ば敷地境界というふうなことになりますと、あの

辺はたしか0.5から0.7ぐらいだと思うんですが、

回りの状況の空間放射量とほぼ同じ程度というふ

うなことになっております。これは、西岩崎の埋

め立て処分場のほうも同じです。ですから、特段

高いというふうな数字は出ておりません。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほかにご意見ありませんか。 

  それでは、ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第９号については、原案どおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第18号 平成24年度那須

塩原市墓地事業特別会計予算についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 （議案第18号について説明） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号 平成24年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算については、原案のとおり可決すべき
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ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第18号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第46号 第１次那須塩原

市総合計画後期基本計画についてを議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

  齋藤環境管理課長。（説明） 

○齋藤環境管理課長 （議案第46号について説明） 

○和久環境対策課長 （議案第46号について説明） 

○大島生活課長 （議案第46号について説明） 

○齋藤委員長 ただいま執行部の方から説明が終わ

りました。ここで10分間休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  先ほど議案第46号 第１次那須塩原市総合計画

後期基本計画について説明がありました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  菊地委員。 

○菊地委員 まず、31ページ、⑴の２ですね。ごみ

の減量への意識啓発とありましたけれども、ここ

にごみ減量等協力事業所認定及び顕彰事業と書い

てあるんですけれども、これは認定をして表彰す

るだけだというようなときもあるんですけれども、

各自治会にごみ減量推進員といますよね。こうい

う人たちの研修のときに、こういうところに連れ

ていって研修させたらどうかなというふうに思っ

ていますけれども、いかがでしょうか。 

  それからまだあります。ちょっとすみません、

それから、33ページの⑴の２ですね。産廃施設立

地規制策定事業というんですけれども、処理施設

の新規立地の抑制に努めるというんですけれども、

これについてちょっとご説明をお願いしたい。 

  それから、45ページの⑵の３ですね。ここの駐

車場、駐輪場の充実と書いてあるんですけれども、

じつは、駐輪場は自転車のおいてあるやつの撤去

はやりますけれども、実は駐車場のことなんです

けれども、私は毎朝、石山の前を歩いているんで

すけれども、そのときにもうここ１カ月余り、１

台の車がずっと置いたままになっているんですよ。

そういう車の何ていうんでしょう、調べるという

のはどのようになさっているのかなと、いつもそ

このところを通って、これはちょっとおかしいな

と思っているんですけれども、きょうも朝歩いて

きたらまだあるんで、もうここ本当に１月近くあ

るんですよ。だから、そういう監視というか、そ

ういうものはどうなさっているのかなと、以上の

３点です。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 それでは、第１点目、31ペー

ジの⑴の２のごみ減量への意識啓発で、認定それ

から表彰という、そういったところ、ごみ減量推

進員さんたちの研修の場としてはどうかというふ

うなご提案でございましたが、ぜひ、ごみ減量推

進員さん全員で250名近くいらっしゃる予定であ

りますので、一遍にというふうなことはなかなか

難しいかもしれません。やり方等も含めまして、

検討をさせていただきたいというふうに考えてい

ます。 
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  それから、２点目になりますけれども、33ペー

ジの⑴の２、産廃立地規制というようなことなん

ですが、これにつきましては福島大学の調査研究

の報告、それから庁内の検討委員会の経緯などに

つきましても今まで報告のほうをさせていただい

ていたわけなんですが、そんな中で、３方策、１

つは、土地利用計画での抑制、それから水、水源

条例ですね。それから、直条例、産廃条例いろん

な手続をふやして抑制というふうな３方策に絞っ

て検討してきたところでありますけれども、なか

なかやはりそれぞれ一長一短があって、これだと

いうふうなところの決め手がないというふうな状

況で、今、足踏みをしているというような状況に

もあります。 

 これからまたさらにどういうふうなものがいいの

かというふうなことを検討していかなくちゃなら

ないというふうに思っております。 

 なので、それが条例というふうな果たして形にな

るのか、あるいは、一般質問のほう、どなたかだ

ったかの質問にもありましたように、まずは土地

を手放さないというふうなところが一番の抑制に

なるのかもしれません。そういうふうなところも

考え合わせて、これ一つというふうなことではな

くて、そういうふうな考えられる手立てを相対的

に組み合わせた上での総合的なものというふうな

ことで、これからはまた検討を重ねていかなけれ

ばならないのかなというふうに考えております。 

  私のほうは以上です。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 それでは、駐車場の放置自動車と

いうような形の問題でございますが、現在、管理

等につきましてはシルバーに委託しているところ

でございまして、シルバーのほうからも報告を受

けていまして、所有者等を調べている状況でござ

います。 

  ただ、東京のほうの会社で、所有者がちょっと

わからない状態になっているので、引き続きちょ

っとどのような方法で所有者調べるかということ

で、まずは所有者を当たる。所有者がわからない

ときには撤去して、処分するというふうな形には

なっていくと思っております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほか、各委員から質疑、ご意見等ございま

すか。 

  中村委員。 

○中村委員 １点なんですが、31ページに清掃セン

ター、旧清掃センターのごみ処理の管理運営費等

で、これ今回、西那須の清掃センター解体が出て

おりますが、これ28年度まで１施設と申しますと、

黒磯と塩原の計画にないということですね。そう

解釈でよろしいですか。 

○齋藤委員長 和久環境対策課長。 

○和久環境対策課長 やはり今回もその解体工事費

というふうなことで、４億近くの工事費がかかる

というふうなこともありますので、なかなか５年

間のうちにあと２つの残りの施設を解体というの

は、財源的に難しいところがあるんじゃないかと

いうふうなことで、１施設というふうなことにな

っておりますが、担当課としましては、具体的な

ところが許されれば早急に解体していきたいとい

うふうに考えています。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 45ページ、１の２の公共交通シス

テムの構想の策定ということで載っているんです

けれども、現在、今、委員会というか、お話しし

ていますよね。デマンドタクシーとかそういうや

つの関係じゃないんでしたっけ。 
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○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 もちろんデマンドも含めながら全

体的な公共交通システムの構造をどのような形に

するかというふうな形で研究しているところでご

ざいます。 

  庁内的に組織がございまして、公共交通庁内研

究会というふうな形を立ち上げて、その中で現在

検討しているところでございます。 

  ことし、２回ほど実施しまして、市の公共交通

資源的なもの、スクールバス等の部分について利

用できないか等の検討、あるいは全体的なデマン

ドの部分でもどうかというふうな形の部分も図り

ながら、全体的な公共交通システムのネットワー

クを目指すというふうな形で現在、構想を立てて

いるところで、地域、もちろん、ゆ～バスについ

ても利用者数がふえているというふうな部分があ

るもんですから、その辺等とでもどのような形で

やったら将来的なものになってくるのかというふ

うな部分も検討しながら、やらせていただいて現

在、迷っているというふうな部分でございます。 

○齋藤委員長 真壁副委員長。 

○眞壁副委員長 総トータルの部分でやっていると

いう形でよろしいですか。 

○大島生活課長 そうです。 

○眞壁副委員長 わかりました。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等ございません

か。 

  菊地委員。 

○菊地委員 29ページの３の１の省エネルギーのＬ

ＥＤ、これについてなんですけれども、明るくて

長持ちするというのはよくわかっているんですけ

れども、今、防犯灯１万5,000円、上限にして出て

いるということもわかっていますけれども、この

ＬＥＤにしたときの補助金の上限というのは、ど

のぐらいというふうに考えていらっしゃいますか。 

○齋藤委員長 大島生活課長。 

○大島生活課長 ＬＥＤにつきましては、電柱割り

が蛍光灯よりもプラス１万円増の２万5,000円、

電柱なしの新規につきましては、やはり同じく蛍

光灯の新設２万7,000円がプラス１万円で３万

7,000円、２万5,000円と３万7,000円で補助とい

うふうな形で要項では考えたところでございます。 

  それにつきましても今回、骨格的予算の中でと

いうふうな形なものですから、もう一度検討し直

すというふうな形ではございません。すみません。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  ほかにご意見ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号 第１次那須塩原市総合計画後期基

本計画については、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第46号につきましては、原案ど

おり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第５０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第50号 那須塩原市環境

基本計画（改定版）についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  齋藤環境管理課長。 

○齋藤環境管理課長 （議案第50号について説明） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けしたいとい

うふうに思います。 

  菊地委員。 

○菊地委員 今、課長さんから放射能についてとい

うようなことでお話があったわけで、この放射能

については、もうそれこそ先行きの見えない、い

つになったら解決できるのかというような感じで

私どもも見ていますし、また、市の担当者の方も

そういう思いでやっていると思うんですけれども、

非常に大変なことだなというふうに思いますけれ

ども、やはり市民の方はこういうことに非常に敏

感になっておりますし、除染とか食品についても

非常に気にしているというようなことが多々ある

わけでございまして、大変とは思うんですけれど

も、一生懸命に取り組んでいただきたいというこ

とをお願いしておきます。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  それでは、ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号 那須塩原市環境基本計画（改定

版）については、原案のとおり可決すべきものと

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第50号については、原案どおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齋藤委員長 次に、その他に入ります。 

  執行部から先ほど２点の提案がございますので

よろしくお願いします。 

（説明） 

○和久環境対策課長 （その他について報告） 

○大島生活課長 （その他について報告） 

 

────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○齋藤委員長 それでは、以上で、生活環境部所管

の審査がすべて終了いたしました。 

  まだ26日の最終日の採決という部分は残ってお

りますけれども、今回、３月31日をもってご退職

なされます松本環境部長、齋藤環境管理課長にお

かれましては、大変１年間の我々の委員会におつ

き合いいただきましたけれども、大変お疲れさま

でございました。 
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  また、執行部の皆さん方におかれましても、今

後ともよろしくお願いを申し上げまして、審査を

終了したいというふうに思います。 

  ありがとうございました。 

 

散会 午後 ２時５２分 
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産業環境常任委員会及び予算等審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２４年３月１５日（木曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 齋 藤 寿 一 君 副 委 員 長 眞 壁 俊 郎 君 

委 員 松 田 寛 人 君 委 員 中 村 芳 隆 君 

委 員 東 泉 富士夫 君 委 員 相 馬 義 一 君 

委 員 菊 地 弘 明 君   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 生  井  龍  夫  君 農務畜産課長 斉  藤  一  太  君 

農務畜産課長 
補 佐 

佐  藤     章  君 
農務畜産課 
主 幹 

宇 都 野     淳  君 

農業振興係長 粟  野  誠  一  君 畜産振興係長 織  田  智  富  君 

堆肥センター 
所 長 

時  庭  勝  彦  君 農林整備課長 川  嶋  勇  一  君 

農林整備課長
補 佐 兼 
農村整備係長 

邉  見     修  君 林 務 係 長 大  森     貢  君 

地籍調査係長 池  澤  直  実  君 商工観光課長 藤  田  一  郎  君 

商工観光課長 
補 佐 兼 
商 工 係 長 

印  南  良  夫  君 観 光 係 長 高 根 沢  威  夫  君 

塩 原 支 所 
産業観光建設 
課 長 

君  島  秀  行  君 
塩原支所産業 
観光建設課 
観光商工係長 

臼  井  孝  行  君 

 

出席議会事務局職員 

書 記 小  平  裕  二  君   

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．委員長あいさつ 
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  ３．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長あいさつ 

   （農務畜産課） 

    予算等審査 

・議案第 ９号 平成２４年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第４６号 第１次那須塩原市総合計画後期基本計画について 

    ・その他 

   （農林整備課） 

    ・議案第３５号 那須塩原市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 

    予算等審査 

・議案第 ９号 平成２４年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第４６号 第１次那須塩原市総合計画後期基本計画について 

    ・その他 

   （商工観光課） 

    ・議案第３９号 那須塩原市西那須野地区中心市街地活性化基金条例の廃止について 

    予算等審査 

・議案第 ９号 平成２４年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１７号 平成２４年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

    ・議案第４６号 第１次那須塩原市総合計画後期基本計画について 

    ・その他 

陳情審査 

    ・陳情第 ７号 国土交通省が、知事が許可している漁業権を無視して行おうとしている霞ヶ浦導水事 

            業の中止をしていただく為に、関係当局に強くお願いしていいただくための陳情 

    ・陳情第 ５号 原発から再生可能エネルギーの推進へエネルギー政策の転換を求める陳情 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齋藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○齋藤委員長 まず初めに、生井産業観光部長より

あいさつをいただきます。 

○生井産業観光部長 （挨拶。） 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

  今回、農務畜産課関係の付託案件はございませ

んので、これより予算等審査特別委員会第３分科

会に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、議案第９号 平成24年度

那須塩原市一般会計予算についてを議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

  斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 （議案第９号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  相馬委員。 

○相馬委員 堆肥センターのもみ殻の件なのですが、

これは県からもみ殻の取り扱いについて指導がき

ているかと思うのですが、そういったことで問題

はないのですか。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 もみ殻につきましては、県か

ら確かにそういう指導はきていますが、うちのほ

うの飼料につきましては、もみ殻について安全性

を確認した上でうちのほうに搬入にしてというふ

うな状況でございますので、それにつきましては

全面安全というふうに考えて、今やっているとこ

ろでございます。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この予算からですけれども、この間見

てきたのですが、23年産のもみ殻も結構入ってい

たのです。袋に入っていて、それをばらしていた

のですが、あのもみ殻については問題ないのです

か。 

○齋藤委員長 時庭堆肥センター所長。 

○時庭堆肥センター所長 もみ殻について昨年秋に

23年産を測定して80ベクレルの数値は出ています

けれども、堆肥自体が400ベクレル以上になって

くると売れなくなる、規制値が肥料になってから

400ということです。 

  肥料等は80ベクレルとして引き続き使いたいと。

処理したいと思います。 

  以上です。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 結局、堆肥、牛ふんを持ってきて、水

分調整をして発酵させて堆肥化すると。それが当

初からおがくず、あるいはもみ殻を利用してやっ

ているのですが、別の方法は考えられないのか。 

  というのは、結局、増量するわけでしょう、簡

単に言えば。あそこの現地を見た中で、取り扱い

自体も少ないという施設もあるのです。スペース

的にはあいている状況は状況なのですが、いわゆ

る費用対効果ではないけれども、これを言うとあ

れなのですけれども、堆肥センター自体のことも

考えて、もっと効率的ないろんな方法があるかと
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思うのです。その辺を検討されているかどうか。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 今おっしゃられるように増量

してしまうと、要するに副資材として使うという

のは、いわゆる当初の設計にもそういうふうなこ

とでございます。 

  スラリーの場合ですと、水分が80何％とかとな

ってきますので、当然、おがくずを利用したり、

あるいはもみ殻を利用したりして、水分を下げる

と。70％ぐらいに下げるといいのです、そういう

ことで実際は混入してやっています。 

  それにかわるものというのはなかなかないので

すが、今は実際に取り組んでいますのは、堆肥セ

ンターで堆肥にされた製造過程のもので、いわゆ

る乾燥のラインがあるのです。乾燥のラインには、

通したもので水分がぐんと落としたものを戻し堆

肥というのですが、それを搬入口へ戻しまして、

そこで新しいやつと混ぜて今やっているというの

が、現実的にそういう対応はさせていただいてい

ます。 

  さらに、その戻し堆肥の比率を高めていくとい

うふうなことで、今取り組んでございますので、

そういった意味からもできるだけ外からのものは

極力抑えて、中でできるものを使えるようにやる

ことの方法を、そこの工夫はさらに取り入れて進

めていく必要があるというふうに考えてございま

す。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかに委員から質疑、ご意見等

はございますか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁委員 各事業の需用費を見ていただきたいで

すが、消耗品費等が今回減額されていますが、こ

の辺で業務の支障になるとか、何か影響のあるこ

とがあればお聞きしたい。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 確かに消耗品等で減額になっ

ている部分があるのではないかというふうなこと

ですけれども、消耗品というものの対応につきま

しては、ある程度柔軟に対応できますので、そう

いった点におきましては業務に支障が出るという

状況にはございません。 

  以上です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 補助金の関係でありますが、市単独補

助金の関係が減額なり、ゼロベースという形にな

っているかと思うのですが。この辺の考え方をお

話ししてください。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 今ゼロベースになっているも

のも補助金の中にないかということでのご質問で

ございますが、うちのほうの農務畜産課で対象に

なった事業は、全部で47事業ございました。その

中で、私どもの農務畜産課関係につきましては、

６事業あげてございます。 

  それで、ゼロベースになったというのは、市の

ほうの方針としまして骨格的予算ということで考

えて、ゼロになったものでございますけれども、

この予算につきましては事業の中身、それぞれの

業務、事業について再度精査、検討を行いまして、

事業についても、今後そういったことを重ねなが

ら対処してまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

  特に市民に影響が出るかどうかといったような

視点とか、いろいろ検討を加えるものに当たりま

しては、そういったことも念頭に置きながら取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 一点その考え方の中で、ゼロでみてい

るのと半額でみているのが今ばらばらになってい
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ますね。その辺はどんな考え方なのですか。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 約半額と申し上げたほうがよ

ろしいかと思いますが、それが８事業ほどござい

ます。その事業につきましては、実際に事業を行

っている実情、あるいは考え方、そういったもの

を踏まえながら事業の精査をさせていただきたい

ということで考えてございます。 

  それで、影響については、やはり事業主体とも

個々の調整ということにもなってまいりますが、

骨格的予算ということでスタートするということ

になってございますので、その点を十分と協議を

させていただきます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 本会議でも６月までに考えていくとい

う形なのです。それは理解いたします。 

  影響の関係で、各団体へどんな説明をして、ど

んな状況になっているかということをお願いしま

す。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 全部の団体に直接確認をとっ

ていないものもあるのですが、ゼロとなりました

のが６事業ほどあったわけでございますが、それ

ぞれの団体の代表の方には、その旨をご説明申し

上げてございます。 

  中には、来年度の予算を組むのにどうするのだ

という話が正直ございました。ただ、私どものほ

うとしましては、ゼロになったもので予算を組ん

でいただくというのは非常に難しいという状況に

ございます。 

  したがいまして、そういう団体につきましては、

市のほうの補助金はゼロということで予算を組ん

でいただいて、そういう今後の中で十分私どもの

ほうと協議させていただきながら、そういう対応

につきましてもきちんと精査を加えながら、対応

していく必要があるかと思っています。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 ぜひ団体の気持ちも考えてやっていた

だきたいと思います。 

  あとは75ページの農業後継者の育成事業の関係

でありますが、この海外研修派遣というのは、こ

の辺を詳しく、どちらに行って何名ぐらいとか。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 この海外派遣研修事業につき

ましては、県が主催している事業に対しまして、

県内の各市町村が推薦をした方々が参加するとい

うふうな中身になってございます。その年によっ

て事業費、参加負担金は変動があるわけでござい

ますが、私どものほうでは短期研修として、先ほ

ど申し上げました約10日間で、例年これは８日間

というのが通しになっていますが、２名で１人当

たり10万円を積算根拠としてございます。 

  それから長期研修、これにつきましては本当に

専門的な研修ということになりますが、これは１

年間を通して研修を行う人に対して25万円、予算

上は１名をみてございます。 

  昨年の短期研修は１名しか参加がなかったとい

うことなのですが、すみません、持ち合わせてい

ないものですから、平成22年度以前のものにつき

ましては、後でお答えさせていただきたいと思い

ます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 76ページの畜産担い手育成総合整備事

業の関係で、補助金は昨年度より半額以下みたい

だけれども、この理由を。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 この畜産担い手育成総合事業

というのは、これは継続してやってきた事業でご

ざいます。これは21年度から24年度までの４年間

の事業ということで計画をさせていただいていま
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す。昨年度につきましては、当初予算で１億

3,400万から見ておりました。これは対象者が全

部で15名ということで、事業量が23年度の場合、

大きかったということがいえます。 

  今年度は計画からいきますとかなり落ちている

ということでございますが、24年度の受益者を４

名ということで、その年によって事業量が変わる

ということがございますので、そういったことに

よって補助金が減っているという状況にございま

す。 

〔「事業量というのは何ですか」と言う人

あり〕 

○斉藤農務畜産課長 事業量と申しますのは例えば

ですね。先ほど申し上げた飼料畑の整備で、面積

がたくさんできる年といいますか、事業者が多け

ればそれなりの面積を実施するということになり

ますので、大きな事業費になるのですけれども、

今回、当初でみた４名の方につきましては、昨年

の15名に比べまして事業量がその分だけ減ってい

ると。畜舎の問題でもそうですし、あるいは家畜

排泄物の関係の処理施設とか、そういったものの

設置も予定としては入っていますので、そういっ

た量が減っているというふうなことでございます。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 66ページの放射能対策の件なのですけ

れども、これは本会議のときに議案の質疑で、１

カ月に２回で年24回というふうに聞いたのですけ

れども、今、課長の説明ですと、４回で48と言っ

たのですけれども、どうなのですか、これは。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 すみません。箇所数があるも

のですから48回と申し上げたのは、これは二重で、

要するに２カ所というふうなサンプルの取り方が

ございますので、それによって回数が24というこ

とになります。先ほど48と言ったのは、48サンプ

ルという形です。申しわけございません。そうい

うことでございます。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 そうすると、１カ月２回でいいのです

か、４回というより。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 １カ月に２回で４カ所という、

そういう組み方です。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  東泉委員。 

○東泉委員 今の眞壁副委員長のほうから４款のう

ちゼロベースになったのが６つあったと。そのほ

かでも半額になったのが８つあったということな

のですけれども、それについて24年度の各種団体

の補助金等がございますので、これについてはい

ろいろ実際はなかなか説明しても理解しがたい部

分があったのかと、私は思うのですけれども、そ

の辺について市民の各種団体の代表者の方から、

何かいろいろそれに対しての思いがあったのでは

ないかと思うのですが、それについてまたお聞か

せ願いたいのですが。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 ただいまおっしゃいました半

額ということでございますが、これはある団体の

代表の方にお話をさせていただいたものの中に、

考え方として市のほうがそういうようなことであ

れば、それに従わざるを得ないというふうなこと

をおっしゃっていた団体の代表者の方も中にはい

らっしゃいましたが、例えば同じ補助金の中でも、

事業に対する補助という考え方のものである場合

は、その事業を削減するとかという手法もあろう

かと思いますが、運営費等絡みの補助ということ

になりますと、確かに反応といいましょうか、や

はり困るというふうなことをおっしゃる団体がご
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ざいます。 

  したがいまして、いずれもそういう方々に対し

て市の実情を申し上げながら、今後、精査させて

いただきますというふうなことで、お答えさせて

いただいているというのが実情でございます。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 そういった困ったというような内容的

なものは、何件くらいありましたか。今のような

感じでゼロにされて、非常に考え方としては今お

っしゃった苦情、農務で困ったというのは何件く

らい、そういった苦情はあったのですか。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 具体的には特に困るという団

体からの代表者の声は、１件上がってきてござい

ます。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 私は八郎ヶ原牧場の件で、５ページの

歳入からあります、当然ながら。それと八郎ヶ原

の金額的な部分ではなくて、結局、八郎ヶ原の牧

場について、これは多分、合併直後になったとい

う経緯があります。その経緯の中のお話を聞くと、

勝手に言えば、これが平成28年まで指定管理者を

箒根酪農さんが受けている。この事業については、

28年度まで指定管理者を組んでいますが、その後

も継続するのですか、簡単な話。 

  というのは、いきさつ、これはもともと箒根酪

農さんのですよね。それで、今回24頭を予定した

ということなのですが、箒根酪農さん以外の牛の

放牧はあるのかどうか、今までの経緯も含めて。 

  その辺で使用料、八郎ヶ原牧場の使用料が今回

539万円を予定している。現実が700幾らの指定管

理料等を含め、今までのいきさつ等を含めて、目

的というか、あれはもういいのではないかと私は

思うのですが、今後も28年までとなっていますか

ら、その辺の考え方について聞きたい。もしいき

さつがあれば、いきさつについての説明を。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 いきさつの話でございますが、

確かに合併前からのそういう流れがございまして、

合併後に引き継いだというふうなことになってご

ざいますが、もともとは箒根酪農が管理をしてい

たというふうなことは事実でございまして、その

後に旧塩原町のほうに移管されたというふうなこ

とは聞いてございますが、基本的には今後どうな

るかという話ですけれども、これからどうするか

という、この先28年以降については何とも申し上

げるわけにいきませんけれども、実は公共牧場と

いうのは国とか県は非常に力を入れてきていると

いう状況がございます。 

  これはやはりそういう牧場が非常に減ってきて

いるということで、またそういう拠点となる牧場

を集約化していくという考え方も背景にございま

すので、そういうふうな意味でも今回の環境対策

事業として整備させていただいたという経緯がご

ざいます。基本的には国とか県のほうでも、自給

飼料の確保という観点から、非常に重点的に取り

組む事業だということで、支援措置などもそれな

りにございますので、そういう意味では、また那

須塩原市の酪農という農畜産業の基幹となるもの

については取り組むという点におきましては、あ

る程度継続されることが望ましいようには思いま

す。 

  ただ、そこから先の件につきましては、私ども

のほうで何とも申し上げるわけにはまいりません

が、やはりそういう重要性はあるというふうな認

識は持ってございます。 

  それから、入牧者の箒根酪農以外の方というこ

とでございますが、これは若干ですね。割合は今

手元にないのですけれども、それ以外の方の分も
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受けているというふうな状況にございます。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 一般質問とかでやろうかと判断してい

ます。 

  私は基本的には合併云々のときに、箒根酪農が

確実かどうかわかりませんが、町に移管して今ま

でやっていた中で、箒根酪農が指定管理者を受け

るということ自体が理解できない。それ移管する

理由があったと思うのですが、その理由について

のいろいろお話を聞いているのですが、それを箒

根酪農さんが七百何十万と新たに指定管理者を受

けてやっていると。しかもおおむね箒根酪農さん

の牛がいっていると。この形態に違和感があるも

のですからお聞きしました。 

  以上です。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 この指定管理を指定するに当

たりましては、実際、公募を行って業者を決定し

ているという経緯がございます。 

○齋藤委員長 そのほか委員のほうから質疑等はご

ざいますか。 

  松田委員。 

○松田委員 私は74ページの農業振興対策費、年に

イベントを30回やったということで、いろんな県

外等々へ行って、イベント活動をしてきたという

ことなのですけれども、県外の人たちは那須塩原

市の者に対しての感覚というか、どういうイメー

ジで何か意見等々がありましたらお願いいたしま

す。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 我々はそこに来られる方むし

ろどちらかというと、協力的といいますか、安全

だというものを前提にそういうイベント等に集ま

っていただいているというふうなこともございま

すので、比較的に安心して試食を供するにしても

何にしても、そのような反応はございます。実際

にいろんな意見は持っておられる方もおられると

思いますけれども、那須塩原でこんなおいしいも

のができるのかという声も聞かれました。 

  例えば那須の和牛でありますとか、特にブラン

ド品なども展示したり、あるいは直売したりして

いるものですから、そういったものを試食されて

いる方につきましては、特に栃木県の那須塩原と

いうことで当然、放射能に対する関心はお持ちだ

と思いますけれども、行政が前面に立ってやって

いるということで安心感があるということが正直

ございます。こんなにおいしいものが本当にある

んですねという市場の評価があるわけでございま

すので、そういった面では本当にイベントをやっ

てやりがいがあるといいますか、そういうふうな

印象を持ってございます。 

  ただ、消費者が今度は自分で購入するというこ

とになるとどうかというところまではよくわかり

ませんけれども、そこに来られる方の反応という

のは非常にいいということが事実としてございま

す。 

○齋藤委員長 そのほかにありますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ほかに質疑、ご意見等は

ないようですので、これで終了としたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い
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たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第９号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  ここで、次の審議に入る前に暫時休憩とさせて

いただきます。 

 

休憩 午前１１時０７分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き審査を

開始いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第46号 第１次那須塩原

市総合計画後期基本計画についてを議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

  斉藤農務畜産農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 （議案第46号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  松田委員。 

○松田委員 90ページの夏秋どりイチゴの件なので

すけれども、今回、秋どりの施設に関しての補助

金が多分出るようになっていると思います。その

施設費というのは、何の施設費なのですか。それ

だけ教えていただきたい。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 これはビニールハウスの補助

費というふうなことでございまして、ハウスを活

用しまして生産していくというふうなことになり

ます。 

  出荷時期は、おおむね６月下旬、７月ぐらいか

ら11月ぐらいまでが出荷期間の設定になります。

その時期はどういうことかというと、市場でイチ

ゴの出荷が品薄になるという状況がございますの

で、そういうところにできるだけ生産を確保しま

して、市場に持っていっていただくというふうな

考え方も背景にございます。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 １点、94、95、最後に説明があったか

と思うのですが、これはあくまでも計画であって、

目標とするのはよろしいのですが、目標値という

ところで、例えば基本的施策のの指標の中にも乳

用、肉用がアップしていますよね。 

  当然ながら右側の95ページの中でも、頭数が入

っているわけなのですが、現実にはその下の酪農

家、和牛農家、畜産農家と酪農家と和牛農家の差

がわかりませんが、いずれにしても農家の軒数が

減っている。しかしながら、牛の頭数はふえてい

ると。ちょっと矛盾しているような気がするので

すが、この辺の目標値の説明を。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 今言われたように、生産農家

が減っているのに増頭というのはおかしいではな

いかと。まさに相馬委員がおっしゃられたような

やつは、そこは経営規模の拡大の後、生産、いろ

いろ加工するということが前提になってございま

す。すなわち、その経営効率的な経営を行って、
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規模拡大を図るということが前提になってござい

ます。 

  それとあと、酪農家と和牛農家と畜産農家の数

が違うのですが、これはそのほかに養豚とか養鶏

とか、そういうものも入っているものですから、

そこの違いの数値として、そんなに大きな戸数で

はないのですけれども、そこの部分の差でござい

ます。 

○齋藤委員長 そのほかはございませんか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁委員 ブランドの関係なのですけれども、今

11品目、売り上げが多分上がっているのだと思い

ますけれども、その関係と、あとどういう影響が

出ているのかというのは把握しているのか。 

○齋藤委員長 斉藤農務畜産課長。 

○斉藤農務畜産課長 よく受けるご質問なのですけ

れども、売り上げは実はブランド認定者の会議を

開いたりしているのですけれども、一部で企業秘

密などの問題もございまして、売り上げの動向に

つきましては、実態が把握できない状況がござい

ます。 

  例えば具体的に申し上げれば、企業さんのブラ

ン品としてやっておられるところもございますの

で、なかなか実態を把握するというのは難しいの

ですが、ただそういうものはある程度数値で押さ

えていかないと、実態はどうかということがよく

わからないというふうなことがございますので、

その辺のところは今後の検討課題として、きちん

と取り組んでいかなければならないというものの

一つと思っています。 

  それから、その影響ということなのですが、ブ

ランドの業者の方に聞きますと、結構ブランド品

になることによって、かなり認知度といいますか、

売りやすくなっているとかということが、やはり

肌で感じておられるということがございますが、

ただ一つの課題として、販路をどういうふうに拡

大して、どういうふうな流通にさせていくかとい

うのが、まだもって明確になっていない部分がご

ざいますので、それも検討課題の一つとして、う

ちのほうは手がけていかなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかに質疑、ご意見等はござい

ませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号 第１次那須塩原市総合計画後期基

本計画については、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第46号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齋藤委員長 次に、その他に入ります。 
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  執行部から、その他で何かございますか。 

  斉藤課長。 

○斉藤農務畜産課長 （その他について説明。） 

○齋藤委員長 今のその他の件に関してのもし質疑

等があれば。よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、委員の皆さんから何かそ

の他の件でありますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、これをもちまして農務畜

産課の審査を終了いたします。 

  午後は１時から再開いたしますけれども、午後

は農林整備課の審査に入りますので、よろしくお

願い申し上げます。１時再開とさせていただきま

す。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○齋藤委員長 それでは、農務畜産課の審査が終了

しまして、次に農林整備課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 議案第35号 那須塩原市営土地改良

事業分担金徴収条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 （議案第35号について説

明。） 

○齋藤委員長 ただいま説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。あ

りませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 那須塩原市営土地改良事業分担金

徴収条例の一部改正については、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第35号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  これより予算等審査特別委員会第３分科会に切

りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、議案第９号 平成24年度

那須塩原市一般会計予算についてを議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

  川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 （議案第９号について説

明。） 

○齋藤委員長 ただいま説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  東泉委員。 

○東泉委員 79ページでお願いします。話を聞き漏

らしたかわからないのですけれども、この農道整

備事業、201事業でこの一番下の工事に伴う補償

費、物件移転の補償、これは東三島なのですか、

赤田ですか。 

〔「赤田です」と言う人あり〕 

○東泉委員 わかりました。 

  それと、これの農道の幅員はどれくらいなので

しょうか。 

〔「４ｍ」と言う人あり〕 

○東泉委員 わかりました。 

○齋藤委員長 そのほかにありますか。 

  松田委員。 

○松田委員 県支出金で歳入で元気な森づくり、15

ページが歳入ですけれども、歳出が82ページ、元

気な森づくり事業費で、先ほどの委託料の件なの

ですけれども、穴沢地区の農道整備ということで

しょうか、通学路整備ということでしょうか。 

○齋藤委員長 川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 今年度に整備しているのは穴

沢と百村新田、ですから、穴沢小学校があると思

うのですけれども、そこに通学していく上である

程度整備したほうが子供の安全の上で必要だと、

その声に対して整備していくと、それに従ったと

いうことです。その面積が16.8ｈです。それと、

関谷のほうも入っています。 

○齋藤委員長 松田委員。 

○松田委員 話に聞いたのですけれども、鴫内の何

かパラグライダーをやっている場所があって、そ

こに対して元気な森づくり事業で使うという話を

聞いたので、それが事実なのか、事実ではないの

か、お聞きします。 

○齋藤委員長 川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 23年度事業という形で、県の

ほうと直接、鴫内に愛林組合という団体があり、

そこのやりとりの中で400万円の事業ということ

で、これは９月に補正させていただいているので

すけれども、その中で取り組んでもらうというこ

とになっておりますけれども、それが直接に県と

その団体でやりとりしておりまして、その詳細に

ついてはこちらのほうに上がってきていない状況

であります。 

  ですけれども、23年度の補助事業ということな

ものですから、当然、県のほうから間もなく市の

ほうにこういう申請を出してほしいという要請が

あるかと思います。その中でどういう内容かとい

うことでわかるような状況です、今のところは。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁委員 全体の事業の関係で需用費、消耗品費

が削減されておりますが、業務に支障とか出てい

るとか、そういうことがもしあれば教えていただ

きたい。 

○齋藤委員長 川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 今回、補助金関係を委員の皆

さんもご承知のとおりの中で、基本的にはゼロベ

ースになった予算の形になっています。 

  ちなみに状況を申し上げますと、土地改良区の
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運営補助金、これにつきましては50％の減という

状況になっております。それと、林業関係なので

すけれども、林業の団体の補助金ということで、

森林組合の関係で事業補助金なのですけれども、

これが43万2,000円が今回ゼロと。それと同じよ

うな団体の補助、塩原林業振興会流入水溝改修事

業、その補助金、これが10万円なのですけれども、

これもゼロとなっています。あと、林道の管理関

係で、林道愛護の会のほうで林道を管理してもら

っていまして、それに１団体２万7,000円補助を

して、黒磯地区５団体に出していました。それが

ゼロという状況であります。 

  特にこの中で土地改良区の補助金につきまして

は、運営補助なものですから、ある程度の人を事

業をやっておりまして、これについては、団体と

してはぜひ予算を復活させてもらった中で、前年

度と同じような額でお願いしたいという、要請は

受けております。 

  それと、管理関係の施設なのですけれども、那

須疎水の公園の関係で若干の事業等がカットされ

ておりまして、当面の維持管理については問題は

ないのですけれども、ただ昨年よりカットされて

いるという中で、委託しているのが地域にいる人

に対してお願いしているものですから、その中で

状況を説明した中で６月の補正にできるだけつけ

てもらうような方向で、精査した中で要求してい

きたいというふうに考えております。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 消耗品の関係は。 

○齋藤委員長 川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 ここは補助関係でこの事業を

やっているのですから、特に極端に切られて支障

をきたしているというような内容はございません。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁委員 今、団体に説明という形ではどういう

ふうに。 

○齋藤委員長 川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 特に土地改良関係の団体、運

営補助金が大きいものですから、そちらについて

は話をしております。 

○齋藤委員長 そのほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第９号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第46号 第１次那須塩原

市総合計画後期基本計画についてを議題といたし

ます。 
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  執行部の説明を求めます。 

  川嶋農林整備課長。 

○川嶋農林整備課長 （議案第46号について説

明。） 

○齋藤委員長 ただいま説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号 第１次那須塩原市総合計画後期基

本計画については、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第46号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齋藤委員長 次に、その他に入ります。 

  執行部から、その他で何かございますか。 

○川嶋農林整備課長 特にございません。 

○齋藤委員長 それでは、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、農林整備課の審査を終了

いたします。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○齋藤委員長 商工観光課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 議案第39号 那須塩原市西那須野地

区中心市街地活性化基金条例の廃止についてを議

題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第39号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等はございますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 基金の廃止というなのですけれども、



－257－ 

今のお話ですと26年まで続くと。一般財源を入れ

るということなのですけれども、あとそれはどの

ぐらい入れるのですか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 市道疎水通り線として６億

7,960万、市道扇町786号線としまして2,740万と

いうことで、ハード事業としては合計７億700万

円ということになります。 

  それから、ソフト事業としましては、イベント

とかサイン計画事業とか、あき店舗改修事業とい

うふうなものがありますけれども、計画の中では

1,360万円ほどの残事業となっております。 

  総計といたしましては、７億2,000万円の事業

が残っているというふうな形になります。 

  市の一般財源というような話ですけれども、こ

の中には当然、国の交付金なんかも入っておりま

すので、一般の持ち出しということで、全額持ち

出しということではございません。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 わかりました。 

  この場合、国の交付金とか補助金みたいなのは、

どのぐらい出るのですか、大体予想としては。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 申しわけありません。後ほ

ど……。 

○齋藤委員長 では、後ほどに。 

  そのほかにありますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号 那須塩原市西那須野地区中心市街

地活性化基金条例の廃止については、原案のとお

り可決すべきものとすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第39号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  これより予算等審査特別委員会第３分科会に切

りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○齋藤委員長 議案第９号 平成24年度那須塩原市

一般会計予算についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第９号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  中村委員。 

○中村委員 歳出の85ページ、商工振興費、商工イ

ベント推進事業401事業について質問したいと思

います。 

  この中でさくらまつり等々のふれあいまつりに

ついて、昨年は巻狩まつり等々も計上されており
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まして、2,700万前後のかなりの予算を計上され

ておりまして、今回は1,072万ということで、ま

ちおこしにとって非常に大事な行事であります。 

  また、昨年は花火大会が計画されておりまして、

花火大会も緊急事態ということで、そういうもの

ではないということでやむなく中止をしたケース

がございまして、ことしは花火大会もやろうとい

う意気込みで準備をされているようなうわさを聞

いております。 

  その中の骨格的予算の中で、こういうふうにし

て減額された理由、そういったものをしっかりと

聞き寄せていただいてお示しいただきたいのと、

こういったイベントは市民との協働等をいろいろ

と考えましてやっておりますので、こういうもの

の位置づけ、また花火大会等々のものについてそ

ういった補助金等も検討されているのか。そうい

ったものをとりあえず１回、お答えいただきたい

と思います。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 減った理由というふうなこと

でいきますと、今回の中でも何回か出ているかと

思いますけれども、基本的には事業そのものを全

部ゼロベースで見直しまして、新たにということ

で６月補正として考えたいというふうなことでご

ざいまして、それの中で緊急というか、６月の補

正の時期までは待てないというふうな部分につい

ては、今回、商工のイベントについてはついてい

るものと思っています。 

  事業主体というか、事業実施主体のほうには、

こういうふうな事情で実際にそれ以前の支出とか、

どの程度あるのですかというふうなことで、とり

あえずそれについては大丈夫ですというふうな話

の中で、話はしてございます。 

  現在も見直しというふうな中で、調書の作成な

んかも行っておりますけれども、全部の補助主体

に対して全部確認をとりながら、調書なんかも作

成しているというふうな状況です。 

  実際にお祭りの位置づけというふうな話でござ

いますけれども、これにつきましては、ご存じの

ように市民協働というふうな中でのお祭りについ

ては、そういうふうなことでやっておりますので、

基本的にも大切なものというふうに考えておりま

す。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 今、説明を聞きまして、骨格的予算の

中で緊急を要するものは、すぐにやっていくんだ、

予備費の中から出していくのだということはわか

りますが、やはりこういったものは、極端に申し

ますと、花火大会なんていうのはもうすぐ８月で

すから、６月の補正をして８月なんていうことで、

だれが準備して、だれが寄附をもらって、だれが

広めていくんだと。 

  まちをあげて我々の那須塩原市はいいところで

すということで、ふるさとに帰って花火を見よう

とか、また近隣の人たちがこの花火大会を一つの

契機にし、循環型社会ですからお金を落としてい

ただくこともしなければいけないだろうし、また

復興支援を確認し合うということで、そういうイ

ベント、まさに非常に大事なイベントを抱えてい

たり、巻狩まつりも本当に大事な、私どもの那須

塩原市にとってなくてはならない行事であります

ので、そういったものがやはり意気込みが大事だ

と思うのです。 

  市民の合意形成をとって、よし、ことしもこれ

でみんなで力を合わせてやるぞと。こういったも

のを２分の１予算とか、今後に精査するとか、そ

ういったものはわかりますが、やはりしっかりと

いくぞという基本的なものをつけてくれる所管の

ところではっきりしないと、市民全体のモチベー

ションが下がりますし、やっていく意義が私は考
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えられないような気もしたので、これは強く、早

急に予算をつけていただいて、24年度は大事な年

ですということでしっかりと取り組んで、こうい

う予算の措置したのは、皆さんの総意ではないと

いうこともわかるような気がするのですが、執行

者としてこういうふうな結果になっているので、

市民がことしはやるのかやらないのかとか、そう

いう心配をされるようなシステムではなくて、こ

としはこれでいくんだというようなものを率先し

てやれるような予算づけをし、市民が夢と希望を

持てるようなまちづくりをする中で、この商工振

興を図れるようなものに持っていっていただきた

いと、私は強くこれを要望いたします。 

  早急にこれの予算をつけて、関係各位の方に連

携をとって、ことしのお祭り、また花火大会は一

味違うよと、那須塩原市はすばらしい復興支援と

ともにやっているのだと位置づけるためにもやっ

ていただきたいと思います。それについて再度、

決意のほどをもう一回、聞かせてください。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 今の段階でいいますと、予算

がついていないということになります。当然、私

どもにつきましてもやりたいというふうに思いま

すけれども、予算の中でやるということなので、

今の時点でつけさせますというふうな話はできま

せんので、そんなところでご勘弁をいただきたい

と思います。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 それと、86ページ、観光振興費がござ

いまして、観光は私どもの那須塩原市にとっても

非常に大事な施策のものでありますので、その

中で101事業、102、103とも聞きたいところです

が、これは所管がかわっていますので聞けませ

ん。 

  ですが、その補助金の中で黒磯観光協会運営費

ということで半額の２分の１、これも骨格的とい

うことで、やはり今は観光が非常に大事でありま

すので、まさに市長もこの間の施政方針の中で述

べられておりますように、特別に公募した人材ま

で登用して観光事業に力を入れようかと、まさに

市をあげて市民とともに観光事業に取り組もうと

している中で、なぜ観光振興運営費が半額の２分

の１の査定だというような処方から、見直すのは

わかりますが、増額になって1,000万になってく

るのかわかりませんが、こういったものについて

の理由を聞きたいので、骨格的な予算で課長のほ

うからは、上から決まったのだということでわか

るような気がしますが、それについても減額の査

定の理由を１回聞かせてください。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 減額の理由ということにつき

ましては、今までも本会議でも話しているとおり

だと思いますけれども、基本的には運営なんかに

つきましては当面、必要な分については金額につ

いては措置したということでございますので、ご

了承願いたいと思います。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 これ以上、答弁がないので恐縮でござ

いますが、しっかり大事な施策でございますので、

本当に観光まさに塩原、板室、三斗小屋とありま

すので、平場の観光もございますので、そういっ

たものにもことしこそはという意気込みの中で、

今、皆さんで取り組まなければいけないという時

期に、最初の当初予算が仮の２分の１の予算だと

いうようなことから始まりますと、これは全体的

にモチベーション等も下がりますので、こういっ

たものもしっかりと考えていただいて、今後の観

光行政等々にも力を入れていただきたいことを申

し上げまして、結構でございます。 

○齋藤委員長 そのほかに質疑、ご意見等はござい
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ますか。 

○齋藤委員長 松田委員。 

○松田委員 84ページ、商工団体育成事業２０１事

業ですけれども、これも骨格的予算ということで

半額だということですけれども、大変今回の市長

はわかりやすい数字の出し方なのですけれども、

これについて半額ということで、商工会等々がど

のような反応があるのかをお聞かせください。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 商工会につきましては、とり

あえず総会を控えておりますので、その中では現

在の金額の中で予算を組んでいくつもりでいると

いうふうな話を聞いております。 

  実際には去年から最初の要求額は幾らか減らし

ているのですけれども、そういう中で要望は当然

ありますけれども、今の段階ではご理解願いたい

という話でございます。 

○齋藤委員長 松田委員。 

○松田委員 本当は去年、花火大会をやる予定だっ

たのですけれども、震災があったということで、

先延ばしということでことし開催、それで日にち

が８月４日ということで決まっております。この

前にＪＣと商工会青年部との合同の会議をやりま

して、資金集め等々も４月15日から駅前からスタ

ートということで動き始めております。 

  前回400万ぐらいついていたと思うのですけれ

ども、それをあてにしているかしていないかとい

うのはまた別として、ＪＣさん、あとは商工会青

年部が主体としてやっていきますので、その辺の

モチベーションが今の段階でいきますとかなり下

がっているのは事実でございます。 

  もう担当業者、また支援をしてくれる業者に対

しては、はがきも送る予定であります。この前は

800通のタックシール等々も貼って、これからや

る準備をするということなので、実際に６月議会

を通してやるという場合には、何か先ほどの話で

はないですけれども１カ月しかないということで、

８月４日頭なので実際にそれで間に合うのかとい

うと、商工会青年部の考えとしては多分間に合わ

ないのではないかというところが一般的な考え方

だと思いますので、その辺をよくお含みいただき

まして予算を計上していただきたい。 

  予備予算から出すというのは結構なのですけれ

ども、何かピンチなときに予備予算からというこ

とになると、いささか議会軽視もはなはだしいよ

うな気がしますけれども、何とぞその辺はお含み

いただきまして、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○齋藤委員長 そのほかに質疑、ご意見等はござい

ますか。 

  藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 今の話は花火とぼんぼりにつ

きましては、観光費の２目になりますけれども、

86ページの観光推進費というふうなところになり

ますので、蛇足かもしれませんけれども。 

○齋藤委員長 ありませんか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 86ページに今の観光推進振興費、これ

のアンテナショップの協議会の負担金を出してい

るのですけれども、スカイツリーの関係だと思う

のですけれども、具体的に出店するようなお店な

んかの申し込みとか説明とかということはなさっ

ていらっしゃるのですか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 もう既に何回も商工会あるい

は観光協会を通じまして募集をかけたり、そうい

うことをやっております。議会でも一般質問のと

きにお答えしましたけれども、34でしたか、那須

塩原市ということでしているかと思います。 

○齋藤委員長 そのほかにございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第９号 平成24年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第９号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第17号 平成24年度那須

塩原市温泉事業特別会計予算についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第17号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  委員長を交代したいと思います。お願いします。 

○眞壁副委員長 委員長を交代します。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 それでは、176ページの一般事務費の

中で、先ほどご説明のありました委託料に関して

なのですが、温泉配湯所の管理に関して、これを

先ほど聞いたところ事業者が撤退したというか、

倒産なさったということでしょうか。 

○眞壁副委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 それは一応契約の中で、再委

託は禁止事項になるわけですけれども、それを再

委託したというふうなことで、禁止事項に反する

ということで契約破棄ということでかえたという

ことでございます。 

○眞壁副委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほど名前を聞いたけれども、ジー・

ビー・テックですか、そうするとこれは新年度の

予算になりますので、これにかわる業者というの

は選定は済んでいるのでしょうか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 今のは、契約審査課のほうで

選定は済んでいるというふうに聞いています。 

○眞壁副委員長 君島産業観光建設課長。 

○君島塩原支所産業観光建設課長 先ほどの管理委

託料の増の要因というようなことで、今、委託の

契約の解除というふうな話もあったのですが、こ

の金額の増につきましては、23年度までの委託に

つきましては、３年間の長期継続契約、上、中塩

原の施設の大半なのですが、まず長期継続契約を

やっていたものがありまして、もう１カ所、中山

地区というところに中継的な配湯所を増設したわ

けなのです。二、三年前だと思うのですが、そこ

の管理につきましては長期継続ではなくて、毎年、

単年度契約で少額であるのですがやってきており

まして、今回、長期継続契約が23年度で終了する
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ということで、それにあわせて24年度からの長期

継続契約を委託するに当たりまして、その中山地

区の今まで単年度で契約していた分を含めまして、

３年間の長期継続契約１本にすると。そういうふ

うなことで、この契約の金額もその部分につきま

して増というようなことがございます。そこら辺

が増の要因ということになります。 

○眞壁副委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 そうすると、23年度にその業者のジ

ー・ビー・テック等は途中契約になるわけですね。

それに関しての予算関係で差額というか、ずれと

いうのはないのでしょうか。 

○眞壁副委員長 君島産業観光建設課長。 

○君島塩原支所産業観光建設課長 委託料に関しま

しては、1月20日だと思うのですが、そこで契約

解除ということになりまして、そこで契約を打ち

切りまして委託料につきましては、日割り計算と

いいますか、そういった形で支払って、残りの３

月末までの契約につきましては、別業者と契約い

たしまして予算計上といいますか、もともとの契

約金がありましたが、それを日割りで計算しまし

て委託料支出をしております。 

○眞壁副委員長 齋藤委員。 

○齋藤委員 わかりました。 

  日割り計算で精算したということですね。了解

しました。 

○眞壁副委員長 では、委員長をかわります。 

○齋藤委員長 それでは、議事進行をかわりまして、

そのほかに委員からご質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等がないようで

すので終了したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号 平成24年度那須塩原市温泉事業特

別会計予算については、原案のとおり可決すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第17号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次の審査に入る前に、ここで暫時休憩させてい

ただきます。 

 

休憩 午後 ３時０９分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  議案第46号に移る前に、先ほど聞き、保留して

いた部分の答弁がございますので。 

  藤田商工観光課長、よろしくお願いいたします。 

○藤田商工観光課長 先ほど菊地委員のほうから言

われましたアンテナショップの出店数ですけれど

も、13社で61品目となってございます。これが１

月24日現在ということでございますので、その後

に若干変わっているかというふうには思います。 

  それから、まち交につきましては、年度によっ

ていろいろばらつきがありますけれども、全体と

して40％の補助率というふうになるかと思います
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ので、よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、議案第46号 第１次那須

塩原市総合計画後期基本計画についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 （議案第46号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  中村委員。 

○中村委員 99ページなのですが、１の２の企業誘

致の推進及び支援ということで、雇用を図るため

の施策かと思うのですが、これで見ますと2,795

人から2,845人ぐらいの50人増ぐらいの考えなも

のですから、どんな支援事業を計画しているのか。

余りにも少ないものですから、目標値が小さいの

で聞かせてください。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 今の状況を見ていますと、実

際に全部の企業が苦しい状況になっているかと思

いますけれども、つなぎとめておくというふうな

部分もかなりの部分で必要な施策に入ってくるの

ではないかということで、実際に先ほども言いま

したけれども、自前の工業団地というふうなもの

がないという中で、そうした部分を強化していく

必要があるのではないかということで、今の中で

はそう大きな工場は望めないということで、この

ような数字になってございます。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 それは理解できるところでございます

が、そんな中で企業誘致、まさに少子化、高齢化

の問題等々にも直結することで、大きな事業の展

開になるかと思うのですが、小さい企業が市内に

新規に立地し事業を行いたいということがあれば、

あらゆる面で支援をするということは当たり前だ

と思うのですが、そういった面において減免措置

とか、そういったいろんな面の相談がきた場合に

は、かなり相談にのって支援するという考えでよ

ろしいですか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 そのとおりです。 

  ある程度、今、条例の中で優先しているものに

ついては、かなり大きな部分しか入っておりませ

んので、そうした部分についても、支援の仕方に

ついて今後、検討していく、雇用推進室というも

のができますので、その中で検討していきたいと

考えています。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  東泉委員。 

○東泉委員 99ページの具体的な施策、この１の１

中小企業の経営基盤への支援ということなのです

けれども、この下のほうに平成22年度に360件、

平成28年度目標380件ということでありますけれ

ども、余り多い数ではないと思うのですけれども、

何しろ条件がいろいろありますからだと思います

けれども、本市の条件ではかなり厳しい、この辺

は借りたい人も多いと思うのですけれども、実際

はそういう条件に満たないということで、その辺

のいろんな企業、経営者の方からいろんなご意見

があると思うのですけれども、その辺はどうなっ

ていますか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 融資につきましては、最終的

には銀行で貸し出しをするというふうなことです
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けれども、栃木県信用保証協会のほうで貸したも

のについて、例えば返済が滞った場合には保証す

るというふうなことになっているので、随分借り

やすくはなっているというふうなことでございま

すけれども、それでもやはり本当に危ないという

ふうなことになると、どうしても銀行としても貸

さないという例はあったと思います。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 余り中身のよい担保とか、保証人とか

なかなか難しい場面があるかと思うのです。今後

の融資に対しての本市の緩和というのか、その辺

については何か今後、中小企業は非常に今は零細

で、今後ますます最悪というか、大変な状況を迎

えていると思うのですけれども、その辺の配慮に

ついては市として何か中小企業に対する融資を緩

和していくような何か考えはあるのかどうか。難

しいものですか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 今の時点でいいますと、借り

て安くなっているというふうなところでは、もう

これ以上ないぐらいに借りやすくなっているかと

思います。そういうふうな中でいくと、信用部分

については融資額についてもそんなに大きな金額

ではないのですけれども、もう既に今の時点で滞

っているようなところについては、貸してもらえ

ないというふうな話も確かに聞いています。それ

をどういうふうにしましょうというようなことで

いくと、思い浮かばないという状況かと思います。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 わかりました。 

  やはり信用がないというか、基準に満たないと

いうか、そういう人が貸してもらえないというこ

とで、なかなか難しいのだと思います。了解です。 

○齋藤委員長 そのほかに質疑、ご意見等はござい

ますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 101ページの１の２です。観光団体と

の連携協働の推進、この中に農業や畜産業などと

の連携を進めるというふうに書いてあるのですけ

れども、これはどのようなことを指しているので

しょうか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 先ほど申しましたけれども、

農観商工連携というふうなことで、今までもずっ

とお話ししているかと思いますけれども、基本的

にはそういうふうな連携を考えています。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 宿泊客が非常に減少していると。震災

が起こらないときも年々減少していたと。これが

震災によって、また減少しているというような状

況の中で、今申されるように農観商工だというよ

うなことなのですけれども、本当にこれはふやす

というのは大変ではないかと思うのです。 

  ですから、いろんな施策をしなければ、この宿

泊客も、また入り込み数もふえないのではないか

と思うのです。それにはきめ細かな農観商工との

連携プレーが必要だと思うのですけれども、これ

はもちろん会議とかそういうことで連携をとって

いくのでしょうけれども、それらの農観商工との

連携というのは、きめ細かにやろうとしているの

ですか。 

○齋藤委員長 藤田商工観光課長。 

○藤田商工観光課長 これにつきましては、部門ご

とにある程度全体的なあれはありますけれども、

商品開発とか、あるいはブランドという形の中で

同時につくっておりまして、そういうふうな中で

は、新商品の開発とかという部分ではどうしても

連携していかないと、農家も地産地消というふう

な中でいくと、個店に使う分については地元の農

家でとれたものをできるだけ使っていくというふ
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うな中で連携していくというふうに考えています

ので、食事部分についていえば、当然、地元の調

達というふうなことで、全体的に底上げできれば

という考え方でやっております。 

○齋藤委員長 そのほかにご質疑等はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号 第１次那須塩原市総合計画後期基

本計画については、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第46号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齋藤委員長 次にその他に入ります。 

  執行部からその他で何かございますか。 

○藤田商工観光課長 ございません。 

○齋藤委員長 それでは、委員の皆さんから何かそ

の他でございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、以上をもちまして産業観

光部所管の審査がすべて終了いたしました。 

  執行部の皆様、今後ともよろしくお願い申し上

げます。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時４６分 

 

再開 午後 ３時４８分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第７号の質疑、討論、採決 

○齋藤委員長 陳情第７号 国土交通省が、知事が

許可している漁業権を無視して行おうとしている

霞ヶ浦導水事業の中止をしていただく為に、関係

当局に強くお願いしていいただくための陳情を議

題といたします。 

  それでは、陳情第７号に対して各委員からのご

意見等をお願いいたします。 

  菊地委員。 

○菊地委員 今回の陳情につきましては、内容的に

はちょっと違うと思うのですけれども、過去にこ

こにいらっしゃる眞壁委員が紹介議員として提出

された経緯があるわけです。その際には、当議会

として国土交通大臣に意見書を提出していると。

そして当然、当市は那珂川またそういうものを控

えている市でございます。 

  非常にそういう意味からいっても、この陳情書

については、私は前回と同じように採択をして、
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意見書を出したほうがいいのではないかというふ

うに思っています。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかにご意見等がございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 菊地委員が言われましたように、全く

そのとおりだと思いますので、私も採択でよろし

いかと思います。 

○齋藤委員長 そのほかにあるでしょうか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁委員 この陳情書にも書いてあるように霞ヶ

浦導水事業、59年に計画されて30年近く経過して

いる中で、４回の計画変更、この辺も非常にあい

まいな計画変更という形で、かなりの事業費が減

ってしまっているのですが、まさに那珂川の自然

を守るということは、その那須塩原市にとって、

非常にというか大変重要なことなので、国のほう

にしっかり陳情して中止していくような形をお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかにご意見等はございますか。

よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、ご意見等を終了

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  陳情第７号 国土交通省が、知事が許可してい

る漁業権を無視して行おうとしている霞ヶ浦導水

事業の中止をしていただく為に、関係当局に強く

お願いしていいただくための陳情は、採択すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 陳情第７号は全員異議なく採択すべ

きものとすることに決しました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時５４分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ここでお諮りします。 

  陳情の審査については、公開とすることにご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議がありませんので、陳情の審査

は公開といたします。 

  なお、陳情審査に関し傍聴希望がありましたの

で、委員会条例第17条に基づき、これを許可いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第５号の質疑、討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、陳情第５号 原発から再

生可能エネルギーの推進へエネルギー政策の転換

を求める陳情を議題といたします。 

  陳情第５号に対して、各委員からご意見等をお

願いいたします。 
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  中村委員。 

○中村委員 前回は12月定例会のときの陳情と出て

おりまして審議させていただいたわけでございま

して、そのときはまた国の政策とかがまだ本当に

打ち出していなかったということと、代替エネル

ギーがどういうふうになるかといったことで継続

にした経緯がございました。 

  その中で国の方針としましても、本当にこうい

う大きな事故によりエネルギー政策等々について

は代替エネルギーが必要だろうということで、こ

の間の11日に総理自身もそういったもののコメン

トを出しております。 

  私どもの那須塩原市におきましても被災地とい

うことで、原子力発電に対しては本当に安心を失

う中で、生活した中でもこれが崩れたということ

でありますので、国策でありますが、やはりこれ

からのエネルギー政策のそういったものの転換を

求める時期にきているということもかんがみます

と、こういった陳情に対しては理解をし採択すべ

きということで、私どもの意見をまとめたまいり

ましたので、採択ということでお願いしたいと思

います。 

○齋藤委員長 ほかにご意見等はございますか。 

  東泉委員。 

○東泉委員 私も今回の東日本大震災によりまして、

これまで原子力が安全だと、こういうことで私も

そう思ってきましたが、しかし安全ではなかった

というようなことで、今回、身に感じたわけでご

ざいます。 

  今回の陳情に当たりましては、12月に継続とい

うことになりましたが、その点から申しますと、

今回出されている陳情内容について、私も陳情の

趣旨、理由等についても読ませていただきました。 

  今後、段階的に切りかえて代替に何かいろんな

方法、方策等がありますが、世界的にもそういう

方向にいっている状況であると思います。そうい

ったことを考えると、この陳情に対しては採択し

てと、私はこのように思っております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 ほかにご意見等はございますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 この陳情については、私は採択でよろ

しいと思っております。 

  詳しいことは、この後の討論の中で申し述べた

いというふうに思っております。 

  ただ、この陳情の内容を見ますと、やはり一番

心配していることは、この大震災、原発事故後の

子供たちのことです。やはりそれが一番心配だと

いうふうに思っております。 

  国においても、また県においても、市において

も子供たちに対しては、本当に万全の体制とまで

はいきませんけれども、そういう体制で進んでい

ることは間違いないというふうに思っております

けれども、なおかつそれでも心配だというような

現状ではないかというふうに、私は思っておりま

す。 

  そういう中で、やはり今後は再生可能なエネル

ギーのことを考えていかなければいけないのかと

いうふうに私自身も思っておりますし、また新聞

報道やテレビの放映等でもそういうことが毎日の

ように放映また報道されておりますので、私は今

後ともこの再生エネルギーの推進へ推し進むであ

ろうというふうに思っております。 

  そういうようなことから、この陳情には賛成す

るところでございます。 

○齋藤委員長 ほかにご意見等はございますか。 

  松田委員。 

○松田委員 私も採択という形でとらせていただき

たいと思っております。 

  実際に過去ずっと五、六十年の間、原子力に頼
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ってきた日本でありますけれども、今ちょうどそ

の転換期を迎えているということは、皆さんわか

っているとは思いますし、またここ那須塩原市に

ついては100ｋｍ圏内ということで、被災をして

いるということから考えますと、この陳情書に限

っては採択せざるを得ないと、私は思っておりま

すので、採択という形でお願いしたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○齋藤委員長 ありがとうございます。 

  それでは、私も意見を述べさせていただきたい

と思いますので、規程により年長委員の菊地委員

に委員長を交代したいというふうに思います。 

○菊地仮委員長 それでは、規程によりまして私が

仮の委員長ということでやらせていただきます。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 日本はドイツのように石炭もなく、エ

ネルギー自給率がわずか４％で、エネルギー消費

の80％以上を担う化石燃料がすべて輸入で、第１

次石油危機の時代には石油に80％頼っていたわけ

でありまして、その90％が政情不安定な中東に依

存し、この状態を緩和するために政情安定な国か

ら輸入できるウランを用い、基幹電源となり得る

原子力発電を導入したわけであります。 

  しかし、当初からこの危険性については議論の

対象となってきておったわけでありますけれども、

昨年３月の大震災の影響で福島第一原発の事故に

よって、以前より危険性が指摘されていたわけで

ありますが、放射能事故が起きてしまったという

ことで、福島県はもとより他県においても大きな

被害をもたらしたわけであります。 

  日本は今後、再生可能エネルギーに向かってい

かなければならないというふうに私も思っており

ます。私はこの日本の原発を段階的に廃止してい

くという陳情の内容にも書いてございますけれど

も、ドイツの段階的に廃止していくというところ

では、若干立場が違うのではないかというふうに

思っているわけであります。 

  それは、今後ドイツに関しましては、2022年ま

でに17基の原発すべてを停止すると明言しており

ますけれども、その反面、フランスから大量の電

気を購入しているわけであります。フランス発電

電力量の80％が原子力に頼っているという自体か

らすれば、原子力反対といいながら、他国の原子

力の電気の購入をしているという矛盾の問題はあ

りますけれども、日本においては太陽光発電は最

近ドイツに抜かれておりますけれども、それまで

は日本が世界でトップであったわけでありまして、

それでも100万ｋＷ程度で、稼働率が12％で、さ

らに高価格であるということから、エネルギーの

密度は極めて低いけれども、今後これらを初めと

する再生エネルギー転換について考えていくべき

であろうというふうに思いますし、陳情内容には

原発の新増設を停止し、既存の原発については段

階的に廃止していくということもありますけれど

も、無理のない陳情内容でありますので、那須塩

原もこれに向かって取り組むべきであろうという

ふうに思いまして、私もこの陳情に関しましては

賛成させていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○菊地仮委員長 それでは、委員長発言が終わりま

したので、委員長の場所を退席させていただきま

す。 

○齋藤委員長 それでは、委員長を交代させていた

だきます。 

  意見が終わりましたので、これより討論を行い

ます。 

  討論はありますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 東日本大震災に続く東京電力福島第一
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原発事故後、日本の54基ある原発は順次定期検査

に入ったまま再稼動できないでおります。このま

まだと５月には残り２基もとまり、すべての原発

が停止するわけでございます。 

  政府は年明けに原発の運転期間を原則40年まで

とする新たな規制案を示しました。例外とされる

延長をせず、原発の新増設をしなければ40年以内

に国内の全原発が停止し、事実上の脱原発が実現

するわけでございます。 

  東電は福島第一原発５号機、６号機、第二原発

１号から４号機の計６機について、2021年度まで

10年間の運転停止を前提に電力の供給計画を策定

し、３月末に政府に提出するとのことですが、６

機が10年間停止した場合、この６号機は営業開始

から40年を超え、１から４号機も34年から39年に

達するため、６機が廃炉に向かう公算が大きくな

ったといわれております。 

  東日本大震災から１年後の３月11日、2022年末

までの脱原発を決定したドイツは、全長約80ｋｍ

の人間の鎖を行い、また電力の約75％を原発に依

存するフランスでも約６万人の脱原発を訴えて人

間の鎖をつくりました。また、事故後の世論調査

で国民の７割以上は脱原発依存を支持していると

のことでございます。 

  こういう中、環境省の環境経済観測調査で、全

国の341社が再生可能エネルギー等の分野で東北

６県への進出を考えていることがわかりました。

実施主体事業は、風力発電や太陽光発電といった

再生可能エネルギーが73社でトップでございます。 

  当市においても、この大震災、原発事故により

計画停電、断水、ガソリン不足、通信難、放射能

汚染による学校の表土の除去や、渓流つりの解禁

の延期、生乳生産本州一の酪農の被害、風評被害

による観光業への被害等いろいろありましたし、

また今も続いております。 

  阿久津市長も先日の議会において太陽光発電で

なく、小水力発電、バイオマス発電など市の豊富

なエネルギー資源を活用し、地産地消型エネルギ

ーを創出したいといっております。 

  昨年12月議会の委員会での再生可能エネルギー

の電力供給力は、現時点では十分ではないという

懸念に対しては、品川先生より示された指標によ

りますと、2000年台に原子力の割合は30％になっ

ている。したがって、①30％分を原子力以外で調

達する。②30％分、電力消費量を削減する。①と

②の組み合わせを実施する。という政策を調えれ

ば、これらはいずれも実行可能であると記載され

ております。 

  また、手塚さん、それから熊倉さんより示され

た資料によりますと、他市町の動向を見ますと、

日光市、那須町、栃木市、塩谷町、壬生町、小山

市、佐野市、大田原市、那須烏山市、下野市、宇

都宮市と採択されており、当市としても次代担う

子供たちはもちろん、市民としても安全で安心に

住んでいてよかったといわれるまちづくりには、

この再生可能エネルギー推進の施策は必要不可欠

です。 

  よって、原発から再生可能エネルギーの推進へ

エネルギー政策の転換を求める陳情に賛成の意を

表し、討論を終わります。 

○齋藤委員長 そのほかに討論はございませんか。

ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  陳情第５号 原発から再生可能エネルギーの推
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進へエネルギー政策の転換を求める陳情は、採択

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 陳情第５号は、全員異議なく採択す

べきものとすることに決しました。 

○齋藤委員長 これで、今定例会における委員会議

事日程はすべて終了いたしました。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで、傍聴の皆さんはご退席をお願いしたい

と思います。ご苦労さまです。 

  本委員会の審査報告及び予算審査報告書は、本

職が作成し提出いたしますので、ご一任ください

ますようお願いいたします。 

  また、採択すべきものと決しました陳情の意見

書の作成についても、同様にご一任ください。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○齋藤委員長 ここで事務局から連絡があります。 

（事務局説明） 

○齋藤委員長 今の事務局に対して何かご質問はあ

りませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齋藤委員長 それでは、これをもちまして委員会

を閉会したいというふうに思います。 

  お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 ４時２５分 

 




